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報９
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58 工事請負契約の締結について 73
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ター更新整備事業
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豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の
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豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を
廃止する条例制定について
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豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制
定について

99

63 豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 105

64 豊岡市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について 111

65
豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例制定について
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66 豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例制定について 133

67
豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例制定
について

141

68
高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例の一部を改正する
条例制定について
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69 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第７号） 157

70 令和３年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 195

71 令和３年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算（第１号） 213

72 令和３年度豊岡市水道事業会計補正予算（第１号） 229

追加予定
豊岡まちづくり株式会社第26期の決算及び第27期の事業計画に
関する書類について

〃
一般社団法人豊岡観光イノベーション第５期の決算及び第６期
の事業計画に関する書類について

令和３年第３回豊岡市議会(定例会)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※    市 長 提 出 議 案 目 録    ※

　（令和３年６月４日開会）
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議案番号 件　　　　　　名 頁 摘　要

追加予定
株式会社日高振興公社第27期の決算及び第28期の事業計画に関
する書類について

〃
株式会社シルク温泉やまびこ第17期の決算及び第18期の事業計
画に関する書類について

〃 副市長の選任につき同意を求めることについて

〃 監査委員の選任につき同意を求めることについて

〃 豊岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について

〃
令和３年度豊岡市国民健康保険事業特別会計（事業勘定）補正
予算（第１号）
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報告第５号 

 

   専決処分したものの承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記の事項に

ついて別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求

める。 

 

令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

記 

 

令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 
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        令和３年５月 21 日専決 

 

 

                    豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

専決第13号 

 

令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第６号） 

 

 

 令和３年度豊岡市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ55,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ48,860,810千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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令 和 ３ 年 度 豊 岡 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 ６ 号 ） に 関 す る 説 明 書
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報告第６号 

 

 

令和２年度豊岡市繰越明許費繰越計算書について 

 

 

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第２項の規定により、別紙のとお

り報告する。 

 

 

令和３年６月４日提出 

 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  
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(一般会計）

2. 総 務 費 1. 総 務 管 理 費 公 共 施 設 マ ネ ジ メ ン ト 推 進 事 業 10,329,000

鉄 道 交 通 対 策 事 業 9,663,000

バ ス 交 通 対 策 事 業 3,380,000

民 間 宿 泊 施 設 支 援 事 業 11,000,000

出 石 地 域 交 通 環 境
改 善 計 画 策 定 業 務 2,532,000

フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 231,000

３. 戸籍住民基本
台 帳 費

戸 籍 住 民 基 本 台 帳 事 務 費 8,426,000

3. 民 生 費 1. 社 会 福 祉 費 福 祉 事 務 所 費 1,749,000

３. 児 童 福 祉 費 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 8,042,000

4. 衛 生 費 1. 保 健 衛 生 費 予 防 接 種 事 業 571,707,000

6. 農林水産業費 1. 農 業 費 農 業 用 施 設 管 理 費 44,350,000

地 籍 調 査 事 業 80,044,000

畜 産 振 興 事 業 39,259,000

ポ ン プ 場 管 理 費 6,400,000

2. 林 業 費 治 山 事 業 4,600,000

7. 商 工 費 1. 商 工 費 プ レ ミ ア ム 付 応 援 商 品 券 事 業 537,000,000

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
拡 大 防 止 協 力 金 事 業 60,000,000

製 造 業 緊 急 支 援 事 業 30,000,000

観 光 事 業 費 32,446,000

但 東 シ ル ク 温 泉 や ま び こ 管 理 費 11,833,000

た ん た ん 温 泉 福 寿 の 湯 管 理 費 1,958,000

8. 土 木 費 1. 土 木 管 理 費 土 木 総 務 費 3,111,000

内 水 処 理 事 業 31,000,000

2. 道路橋りょう費 道 路 維 持 事 業 116,200,000

池 上 日 吉 線 道 路 改 良 事 業 25,900,000

橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 198,006,000

令和２年度　　豊岡市繰越明許費繰越計算書

款 項 事 業 名 金 額
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(単位　円）

既 収 入
特 定 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

10,329,000 10,329,000

9,663,000 9,537,000 126,000

3,380,000 3,380,000 0

11,000,000 5,783,000 5,217,000

2,532,000 1,331,000 1,201,000

231,000 77,000 77,000 77,000

8,426,000 8,426,000 0

1,749,000 760,000 989,000

8,042,000 2,680,000 2,680,000 2,682,000

563,453,000 563,431,000 22,000 0

44,350,000 34,063,000 9,700,000 587,000

80,044,000 56,963,000 23,081,000

39,259,000 39,259,000 0

6,400,000 6,400,000 0

4,600,000 3,000,000 1,500,000 70,000 30,000

486,612,000 305,421,154 118,593,000 61,100,000 1,497,846

60,000,000 38,000,000 22,000,000

30,000,000 30,000,000 0

32,446,000 32,446,000

11,833,000 11,833,000

0 0

0 0

20,860,000 20,800,000 60,000

104,500,000 38,346,000 41,900,000 24,254,000

25,900,000 24,600,000 1,300,000

198,006,000 84,190,278 107,700,000 6,115,722

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源
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款 項 事 業 名 金 額

8. 土 木 費 2. 道路橋りょう費 栃 江 橋 整 備 事 業 42,000,000

（ つ づ き ） （ つ づ き ）
上 野 橋 整 備 事 業 28,500,000

生 活 道 路 排 水 路 整 備 事 業 4,000,000

3. 河 川 費 河 川 改 良 事 業 20,699,000

5. 都 市 計 画 費 公 園 施 設 長 寿 命 化 事 業 48,000,000

9. 消 防 費 1. 消 防 費 消 火 栓 管 理 費 5,000,000

10. 教 育 費 １. 教 育 総 務 費 感 染 症 対 策 事 業 3,310,000

2. 小 学 校 費 学 校 施 設 管 理 費 68,304,000

学 校 施 設 整 備 事 業 277,683,000

3. 中 学 校 費 学 校 施 設 整 備 事 業 48,730,000

5. 社 会 教 育 費 生 涯 学 習 サ ロ ン 整 備 事 業 93,864,000

植 村 直 己 冒 険 館 機 能 強 化 事 業 4,584,000

6. 保 健 体 育 費 給 食 セ ン タ ー 管 理 費 22,265,000

2,516,105,000計
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(単位　円）

既 収 入
特 定 財 源 国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳
未 収 入 特 定 財 源

一 般 財 源

39,950,000 21,647,028 17,300,000 1,002,972

20,691,000 10,217,073 9,900,000 573,927

4,000,000 4,000,000

7,611,000 5,500,000 2,111,000

48,000,000 24,000,000 24,000,000 0

5,000,000 5,000,000 0

3,310,000 1,655,000 1,655,000

68,304,000 40,485,000 27,819,000

258,909,000 128,175,000 105,000,000 25,734,000

0 0

76,264,000 6,409,000 3,155,000 66,700,000 0

4,584,000 4,584,000

16,002,000 5,104,000 10,100,000 798,000

2,316,240,000 318,727,154 1,274,517,379 449,700,000 61,192,000 212,103,467

　　　　　令和３年６月４日 提出

豊岡市長　関 貫 久 仁 郎
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報告第７号 

  

   令和２年度豊岡市水道事業会計予算の繰越しについて 

  

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第１項の規定により、別紙のとおり

予算の繰越しをしたから、同条第３項の規定により、報告する。 

  

  令和３年６月４日提出 

  

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  
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報告第８号 

  

   令和２年度豊岡市下水道事業会計予算の繰越しについて 

  

 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第１項の規定により、別紙のとおり

予算の繰越しをしたから、同条第３項の規定により、報告する。 

  

  令和３年６月４日提出 

  

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  
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,0
0
0

5
2
,0
4
3
,0
0
0

2
6
,1
0
0
,0
0
0

2
5
,9
2
1
,1
2
5

0
2
1
,8
7
5

0
0

寺
坂
汚
水
調
整
池
整
備
事
業

7
5
,5
7
7
,0
0
0

5
1
,0
0
0
,0
0
0

2
4
,5
7
7
,0
0
0

1
2
,3
0
0
,0
0
0

1
2
,2
6
9
,2
5
0

0
7
,7
5
0

0
0

日
野
辺
汚
水
調
整
池
整
備
事
業

6
9
,4
0
0
,0
0
0

2
7
,7
0
0
,0
0
0

4
1
,7
0
0
,0
0
0

2
0
,9
0
0
,0
0
0

2
0
,8
0
0
,0
0
0

0
0

0
0

但
東
西
汚
水
調
整
池
整
備
事
業

2
5
,5
2
5
,0
0
0

0
2
5
,5
2
5
,0
0
0

1
2
,8
0
0
,0
0
0

1
2
,7
1
2
,4
1
7

0
1
2
,5
8
3

0
0

竹
野
浄
化
セ
ン
タ
ー
長
寿
命
化
対
策
事
業

2
0
6
,3
0
0
,0
0
0

0
2
0
6
,3
0
0
,0
0
0

9
3
,0
0
0
,0
0
0
1
1
3
,3
0
0
,0
0
0

0
0

0
0

1
,9
8
4
,6
9
3
,0
0
0

5
3
3
,6
0
0
,0
0
0
1
,4
5
1
,0
9
3
,0
0
0
7
0
6
,6
0
0
,0
0
0
7
3
8
,6
2
5
,6
1
3

0
5
,8
6
7
,3
8
7

0
0

説
明

公
共
下
水
道
事
業

計

令
和

２
年

度
豊

岡
市

下
水

道
事

業
会

計
予

算
繰

越
計

算
書

款
項

事
業

名
予

算
計

上
額

支
払
義
務

発
生

額
翌

年
度

繰
越

額

左
の

財
源

内
訳

不 用 額

翌
年
度
繰
越
額

に
係
る
繰
越
を

要
す
る
た
な
卸

資
産
の
購
入
限

度
額
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報告第９号 

 

令和２年度豊岡市土地開発公社の決算及び清算結了の報告について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定により、別紙のとお

り報告する。 

 

令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  
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１．事業報告書 

 

⑴ 事業の概要 

豊岡市土地開発公社は、令和２年 10月 19日開催の第３回理事会において

解散の同意議決を行った後、同年 12月 23日に豊岡市議会の議決を得て兵庫

県知事に解散認可申請書を提出し、本年１月 22 日付で県知事の解散認可を

受け解散しました。 

令和２年度における同公社解散までの事業実施の結果、令和３年１月 22

日時点の収支決算として 1,789,261 円の損失を計上致しております。また、

現在は同公社の清算作業を進めており、清算結了まで正確な事務処理を行っ

てまいります。 

清算結了時における残余財産につきましては、現金預金約 88,500 千円、

土地５筆 375,828.70 ㎡となる予定です。なお、残余財産につきましては同

公社定款第 25条第２項の規定に基づき豊岡市に帰属させる予定です。 
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⑵ 理事会議決事項 

 

回数 議決年月日 件   名 

１ R 2. 4. 1 ・役員の選出について 

２ R 2. 5.12 ・令和２年度土地開発公社決算の認定について 

３ R 2.10.19 
・豊岡市土地開発公社の解散について 

・豊岡市土地開発公社の清算人及び代表清算人の選任について 

 

 

⑶ 行政官庁許認可事項 

 

申請年月日 申 請 先 件   名 許認可年月日 

R 2. 4. 3 

 

 

神戸地方法務局 

理事変更登記 

（R 2. 3.31 辞任 2名） 

（R 2. 4. 1 就任 2名） 

R 2. 4. 6 

 

 

R 2.12.24 

 

 

兵庫県 解散認可申請 

R 3. 1.22 
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⑷ 役員に関する事項 

（R 3. 1.21 現在） 

役 職 名 氏   名 市の役職名 就任年月日 

理 事 長 前 野 文 孝 副市長 H31. 4. 1 (重任) 

副理事長 塚 本 繁 樹 政策調整部長 H31. 4. 1 (重任) 

常務理事 畑 中 聖 史 財政課長 H31. 4. 1 (就任) 

理  事 鴨 川 義 宣 技監 H31. 4. 1 (就任) 

〃 成 田 寿 道 総務部長 H31. 4. 1 (重任) 

〃 久 保 川  伸  幸 健康福祉部長 H31. 4. 1 (重任) 

〃 坂 本 成 彦 環境経済部長 H31. 4. 1 (就任) 

〃 河 本 行 正 都市整備部参事 R 2. 4. 1 (就任) 

〃 米 田 真 一 上下水道部長 H31. 4. 1 (重任) 

〃 冨 森 靖 彦 建設課長 R 2. 4. 1 (就任) 

監  事 堂 垣 真 弓 教育次長 H31. 4. 1 (重任) 

〃 三 笠 孔 子 会計課長 H31. 4. 1 (重任) 

 

 

⑸ 職員に関する事項 

（R 3. 1.21 現在） 

区  分 係  名 人数 職名 市の所属課名 

豊岡市兼務職員 事務局長 １ 行政職員 財政課経営管理係 

 管理係 ２ 〃 財政課経営管理係 

事業係 ２ 〃 建設課用地対策室 

合    計 ５   
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⑹ 業務量 

ア．事業資産の取得 

（単位 ㎡・円） 

事 業 区 分 
事 業 計 画 事 業 実 績 

備 考 
面 積 金 額 面 積 金 額 

公
有
地
取
得
事
業 

道路用地      

河川用地     
 

学校用地     
 

公園用地     
 

下水道用地     
 

代替用地     
 

その他公共用地     
 

合 計 － － － －  

 

イ．事業資産の処分 

（単位 ㎡・円） 

事 業 名 

事 業 計 画 事 業 実 績 

面 積 土地処分価格 面 積 土地処分価格 事務費 
計 

事業収益 

公
有
用
地 

       

       

       

代
替
地 

       

       

       

合 計 － － － － － － 
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２．決算報告書
　　（令和２年４月１日から令和３年１月２２日まで）

　⑴　収 益 的 収 入 及 び 支 出

  収     入
(単位　円）

予算額に比べ
当初予算額 補正予算額 計 決算額の増減

第 １ 款

事 業 収 益 0 0 0 0 0

　第 １ 項
　 公有地取得
　 事業収益
第 ２ 款

事 業 外 収 益 8,000 0 8,000 10,049 2,049

  第 １ 項

　 受取利息 7,000 0 7,000 8,309 1,309

  第 ２ 項

　 雑収益 1,000 0 1,000 1,740 740

合      計 8,000 0 8,000 10,049 2,049

  支　　 出
(単位　円）

当初予算額 補正予算額 計

第 １ 款

事 業 原 価 0 0 0 0 0

　第 １ 項
　 公有地取得
　 事業原価
第 ２ 款
販 売 費 及 び
一 般 管 理 費
  第 １ 項
　 販売費及び
　 一般管理費
第 ３ 款

事 業 外 費 用 0 0 0 0 0

  第 １ 項

　 支払利息 0 0 0 0 0

  第 ２ 項

　 雑損失 0 0 0 0 0

合      計 1,907,000 0 1,907,000 1,799,310 107,690

107,690

1,907,000 0 1,907,000 1,799,310 107,690

1,907,000 0 1,907,000 1,799,310

0

0 0 0 0 0

不　用　額

予        算        額
区      分 決  算  額

区      分
予        算        額

決  算  額

0 0 0 0
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　⑵　資 本 的 収 入 及 び 支 出

  収     入

(単位　円）

予算額に比べ

当初予算額 補正予算額 計 決算額の増減

第 １ 款

資 本 的 収 入 0 0 0 0 0

　第 １ 項

　 借 入 金 0 0 0 0 0

合      計 0 0 0 0 0

  支     出

(単位　円）

当初予算額 補正予算額 計

第 １ 款

資 本 的 支 出 0 0 0 0 0

　第 １ 項

　 公　有　地
　 取得事業費

0 0 0 0 0

  第 ２ 項

 　借  入  金
　 償　還  金

0 0 0 0 0

合      計 0 0 0 0 0

不  用  額

区      分
予        算        額

決  算  額

区      分
予        算        額

決  算  額
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３．財　産　目　録
　（令和３年１月２２日現在)

（単位　円）

１．流 動 資 産

⑴　現金及び預金

⑵　事業未収金

⑶　公有用地

⑷　代替地

２．固 定 資 産 0

計

１．流 動 負 債

⑴　未払金

２．固 定 負 債

⑴　長期借入金

計

0

256,657,794差引正味財産

0

0

0

0

資　　産　　の　　部

負　　債　　の　　部

256,657,794

88,682,939

0

111,126,532

256,657,794

56,848,323
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４．財　務　諸　表

（単位　円）

１．流動資産

⑴　現金及び預金 88,682,939

⑵　事業未収金 0

⑶　公有用地 111,126,532

⑷　代替地 56,848,323

流動資産合計 256,657,794
資産合計 256,657,794

２．流動負債 0

３．固定負債 0
負債合計 0

４．資本金

⑴　基本財産 12,500,000

資本金合計 12,500,000

５．準備金

⑴　前期繰越準備金 245,947,055

⑵　当期純損失 1,789,261

準備金合計 244,157,794

資本合計 256,657,794
負債資本合計 256,657,794

　【注記事項】

　　・重要な会計方針
　　　　たな卸資産の評価基準及び評価方法…個別法による原価法によっております。

負　　債　　の　　部

資　　本　　の　　部

　⑴　貸借対照表

豊岡市土地開発公社 貸借対照表
（令和３年１月２２日現在)

資　　産　　の　　部
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　⑵　損益計算書

（単位　円）

１．事業収益 0

２．事業原価 0

0

３．販売費及び一般管理費

⑴　販売費及び一般管理費 1,799,310 1,799,310

1,799,310

４．事業外収益

⑴　受取利息 8,309

⑵　雑収益 1,740 10,049

５．事業外費用 0

1,789,261

６．特別利益 0

７．特別損失 0

1,789,261

経常損失

当期純損失

豊岡市土地開発公社 損益計算書
（令和２年４月１日から令和３年１月２２日まで）

事業総損益

事業損失
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　⑶　キャッシュ・フロー計算書

１．事業活動によるキャッシュ・フロー （単位　円）

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入

その他事業収入

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出

その他の業務支出

小計

利息の受取額

利息の支払額

事業活動によるキャッシュ・フロー

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

定期預金の払戻による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

長期借入金の返済による支出

金銭出資の受入による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

４．現金及び現金同等物増加額

５．現金及び現金同等物期首残高

６．現金及び現金同等物期末残高

 【注記事項】

　・現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定

預入期間が３ヶ月を越える定期預金（資本金）

預入期間が３ヶ月を越える定期預金（その他）
　　　　計

△ 12,500,000 円

0

0

0

豊岡市土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書
（令和２年４月１日から令和３年１月２２日まで）

△ 1,789,261

0

6,182,939 円

1,740

0

△ 1,789,261

7,972,200

6,182,939

0

0

△ 1,799,310

△ 1,797,570

8,309

0

△ 70,000,000 円

0

0

88,682,939 円
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　⑷　公有用地明細表

面　積　㎡ 金　額　円 面　積　㎡ 金　額　円

H19 375,304.00 111,126,532 0.00 0

375,304.00 111,126,532 0.00 0

　(5) 代替地明細表

面　積　㎡ 金　額　円 面　積　㎡ 金　額　円

H7～

H14 524.70 56,848,323 0.00 0

524.70 56,848,323 0.00 0

公　　　有　　　用　　　地　　　明　　　細　　　表　　　

資　　産　　区　　分 期　首　残　高 当　期　増　加　高

( 取　得　年　度 )

開 発 整 備 事 業 用 地

期　首　残　高

八 代 ･ 小 河 江 地 区 周 辺

合　　　　計

代　　　替　　　地　　　明　　　細　　　表

資　　産　　区　　分 当　期　増　加　高

( 取　得　年　度 )

合　　　　計

都 市 計 画 事 業 代 替

用地（旧自教・八条）
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面　積　㎡ 金　額　円 面　積　㎡ 金　額　円

0.00 0 375,304.00 111,126,532

0.00 0 375,304.00 111,126,532

面　積　㎡ 金　額　円 面　積　㎡ 金　額　円

0.00 0 524.70 56,848,323

0.00 0 524.70 56,848,323

公　　　有　　　用　　　地　　　明　　　細　　　表　　　
(令和３年１月２２日現在）

当　期　減　少　高 期　末　残　高
摘　　要

代　　　替　　　地　　　明　　　細　　　表
(令和３年１月２２日現在）

当　期　減　少　高 期　末　残　高
摘  　要
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　⑹　現金及び預金明細表

（単位　円）

　⑺　長期借入金明細表

（単位　円）

摘　　　　　要

長 期 借 入 金 明 細 表

計

計

0

00

預　　金

　　満期保有目的
　　以外で保有す
　　る有価証券

定　　期 82,500,000

金　　額

6,182,939

科　　目

現　　金 ──

現 金 及 び 預 金 明 細 表

期末残高

0

借　入　先

―

利　率
　　　(％)

― 0

88,682,939

当　　座

普　　通

通　　知

種　類

期首残高

00

国　　債

地 方 債

当期減少高

そ の 他

備　考当期増加高

0
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　⑻　資本金明細表

(単位　円）

　⑼　収益明細表

　 (単位　円）

定期預金
普通預金

土地使用料

0

0

0

0

0

10,049

8,270
39

1,740

0

公有用地
売却収益

公有用地
売却収益

代 替 地
売却収益

代 替 地
売却収益

8,309

8,309

受取利息

事業外収益

1,740

預金利息

事業事務
費 収 益

その他の
雑 収 益

0

8,309

0

10,049合　　　　　　　　　計

受取利息

事業事務
費 収 益

その他の
雑 収 益

1,740

1,740

雑 収 益

 公有地取得
 事業収益

款　項

資 本 金 明 細 表

収 益 明 細 表

金　　額

事 業 収 益

出　 資　 額

12,500,000

12,500,000

摘　　　要

摘　　　　　　　　要

区　　　分

基 本 財 産

計

出 資 団 体 名

豊　 岡　 市

目 節
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　⑽　費用明細表

　 (単位　円）

手数料

職員給与負担金
連絡協議会負担金

公有用地
売却原価

1,799,310

代 替 地
売却原価

1,797,000

旅　　費

1,799,310

費 用 明 細 表

金　　額

事 業 原 価

目

販売費及び
一般管理費

節

0

摘　　　　　　　　要

0

0

0

0

公有地取得
事 業 原 価

款　項

公有用地
売却原価

販売費及び
一般管理費

経　　費

2,310
2,310

1,799,310

1,799,310

0

0
使用料・
賃 借 料

5,000

合　　　　　　　　　計

負担金補助
及び交付金

1,792,000

役 務 費

雑　　費 0

代 替 地
売却原価

0

0需 用 費
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１ 清算事務報告書 

 

⑴ 清算手続 

ア 豊岡市土地開発公社は、令和３年１月 22 日に兵庫県知事の認可を受け解散した。

これに伴い、公有地の拡大の推進に関する法律（以下、「法」という。）第 22条の３

の規定により理事全員が清算人に就任した。１月 26日に神戸地方法務局において解

散に係る登記手続きを行い、２月４日に法第 22条の６の規定により兵庫県知事に清

算人の届出を行った。 

イ 法第 22条の８の規定により２月 10日、12日及び 15日において、計３回にわたり

官報に公告を掲載し、同公社の解散の告知及び第１回目の公告日から２箇月の期間

による債権の申出の催告を行った。この催告に対し、債権者の申出はなされず、４月

11日に債権申し出の期間は満了した。 

ウ 債権の申出がなされなかったことを受けて、清算事務に必要な経費を除いた残余

財産が確定した。その後、法第 22条第２項及び豊岡市土地開発公社定款（以下、「定

款」という。）第 25条第２項の規定により、残余財産（現金 88,576,488円、土地５

筆（375,828.70㎡））を豊岡市に引き渡した。 

エ 今後は、組合等登記令第 10条の規定により神戸地方法務局において、清算結了を

登記し、法第 22 条の 11 の規定により兵庫県知事への清算結了の届出を行い、手続

きは全て終了する。 

 

⑵ 役員に関する事項 

役 員 名 氏    名 本市における役職名 備    考 

代表清算人 前 野 文 孝 副市長  

清 算 人 塚 本 繁 樹 政策調整部長  

清 算 人 畑 中 聖 史 財政課長  

清 算 人 成 田 寿 道 総務部長  

清 算 人 坂 本 成 彦 環境経済部長  

清 算 人 河 本 行 正 上下水道部長  

清 算 人 冨 森 靖 彦 建設課長  

清 算 人 鴨 川 義 宣 技監 令和３年３月 31日辞任 

清 算 人 久保川 伸 幸 健康福祉部長 令和３年３月 31日辞任 

清 算 人 米 田 真 一 上下水道部長 令和３年３月 31日辞任 

監 事 堂 垣 真 弓 教育次長  

監 事 三 笠 孔 子 会計課長  
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⑶ 清算人会議決事項 

回 数 開催年月日 議 決 事 項 

第１回 令和３年３月 18日 
議案第１号 令和２年度豊岡市土地開発公社

決算の認定について 

 

⑷ 行政官庁許認可事項 

申請年月日 申請先 件  名 許認可年月日 

令和３年４月２日 神戸地方法務局 

清算人変更登記 

（令和３年３月 31日 

辞任３名） 

令和３年４月５日 

 

⑸ 清算期間中の収支状況 

 

【 収入 】                           （単位：円） 

内 容 金 額 備  考 

繰越金 88,682,939 解散時の現金及び預金（基本財産 12,500,000円を含む） 

受取利息 1,228 普通預金及び定期預金解約利息 

合 計 88,684,167  

 

【 支出 】                           （単位：円） 

内 容 金 額 備  考 

役務費 107,679 官報掲載料（３回） 

合 計 107,679  

 

 

収支差引額 88,576,488 基本財産を含む 
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２ 収支状況表 

 

⑴ 解散時の資産及び負債の状況（令和３年１月 22日現在） 

 

【 資産 】                           （単位：円） 

区  分 金  額 備  考 

現金及び預金 88,682,939 基本財産 12,500,000円を含む 

土地等不動産 167,974,855 土地５筆 375,828.70㎡ 

その他財産（未収金等） 0  

 

【 負債 】                           （単位：円） 

区  分 金  額 備  考 

借入金（短期・長期） 0  

その他負債（未収金等） 0  

 

⑵ 清算期間中の収支状況（令和３年１月 23日～令和３年４月 15日） 

 

【 収入 】                           （単位：円） 

区  分 決 算 額 備  考 

繰越金 88,682,939 解散時の現金及び預金（基本財産を含む） 

受取利息 1,228 普通預金及び定期預金解約利息 

合  計 88,684,167  

 

【 支出 】                           （単位：円） 

区  分 決 算 額 備  考 

役務費 107,679 官報掲載料（３回） 

合  計 107,679  

 

 

収支差引額 88,576,488 基本財産を含む 

  

-60-



4 

 

３ 清  算  書 

（令和３年４月 15日現在） 

 

 

⑴ 清算時の資産総額  

ア 解散時の資産総額  

  

流動資産（現金及び預金 基本財産を含む） 88,682,939円 

      （土地 ５筆 375,828.70㎡） 167,974,855円 

  

イ 清算期間中の収入  

  

預金利息等（普通預金及び定期預金解約利息） 1,228円 

  

合  計 256,659,022円 

  

⑵ 解散及び清算事務費  

ア 清算事務費（役務費） 107,679円 

  

合  計 107,679円 

  

⑶ 差引残余財産額 256,551,343円 

  

⑷ 残余財産の処分方法  

残余財産は、定款 25条第２項の規定により、豊岡市に帰属させる。 
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４ 財 産 目 録 

（解散時） 

（令和３年１月 22日現在） 

 

（単位：円） 

資 産 の 部 

⑴ 流動資産  256,657,794 

 ア 預金  88,682,939 

  (ｱ) 普通預金 6,182,939  

  (ｲ) 定期預金 82,500,000  

 イ 土地  167,974,855 

  (ｱ) 公有用地 111,126,532  

  (ｲ) 代替地 56,848,323  

 ウ 事業未収金  0 

⑵ 固定資産  0 

 ア 有形固定資産  0 

 イ 無形固定資産  0 

 ウ 投資その他の資産  0 

資 産 合 計  256,657,794 

   

負 債 の 部 

⑴ 流動負債  0 

 ア 未払金  0 

 イ 短期借入金  0 

 ウ 未払費用  0 

 エ 預り金  0 

 オ その他流動負債  0 

⑵ 固定負債  0 

 ア 長期借入金  0 

負 債 合 計  0 

   

差引正味財産合計  256,657,794 
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（清算時） 

（令和３年４月 15日現在） 

 

（単位：円） 

資 産 の 部 

⑴ 流動資産  256,551,343 

 ア 預金  88,576,488 

  (ｱ) 普通預金 6,076,488  

  (ｲ) 定期預金 82,500,000  

 イ 土地  167,974,855 

  (ｱ) 公有用地 111,126,532  

  (ｲ) 代替地 56,848,323  

 ウ 事業未収金  0 

⑵ 固定資産  0 

 ア 有形固定資産  0 

 イ 無形固定資産  0 

 ウ 投資その他の資産  0 

資 産 合 計  256,551,343 

   

負 債 の 部 

⑴ 流動負債  0 

 ア 未払金  0 

 イ 短期借入金  0 

 ウ 未払費用  0 

 エ 預り金  0 

 オ その他流動負債  0 

⑵ 固定負債  0 

 ア 長期借入金  0 

負 債 合 計  0 

   

差引正味財産合計  256,551,343 
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５ 残余財産明細書 

 

１ 現金（基本財産を含む） 88,576,488円 

  

２ 土地（５筆、375,828.70㎡ 不動産の表示は別表のとおり） 167,974,855円 

  

合  計 256,551,343円 

 

（別表） 

不動産の表示 土地５筆 

所 在 地 番 地 目 地積（㎡） 備 考 

九日市下町堀通 311番 5 雑種地 524.70  

日高町八代峠谷 61番 1 山林 14,179.00  

日高町八代峠谷 63番 1 山林 240,559.00  

日高町八代峠谷 64番 1 山林 120,365.00  

日高町八代峠谷 64番 10 雑種地 201.00  

合  計 375,828.70  

 

 

６ 残余財産処分方法書 

 

残余財産の種別 金額（円） 処分の方法 理  由 

現  金 88,576,488 豊岡市に帰属 
法第 22条２項 

定款第 25条第２項による 

土  地 167,974,855 豊岡市に帰属 
法第 22条２項 

定款第 25条第２項による 

合  計 256,551,343   

豊岡市土地開発公社は、法第 22条第２項及び定款第 25条第２項の規定に基づき、上

記の残余財産を豊岡市に引き渡した。 

本処分により、本法人の債権債務は存在しないことを報告する。 

 

令和３年４月 15日 

 

豊岡市土地開発公社 

代表清算人 前 野 文 孝 
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第56号議案 

 

   物件購入契約の締結について 

 

 消防団に配備する消防ポンプ自動車等の購入について、下記のとおり物件購入契

約を締結する。よって、豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成17年豊岡市条例第55号）第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

                        豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

記 

 

１ 契 約 の 目 的   消防ポンプ自動車等の購入 

 

２ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

 

３ 契 約 の 金 額   53,900,000円 

           ＣＤ－Ⅰ型消防ポンプ自動車１台（出石１台） 

           小型動力ポンプ積載車３台（日高３台） 

           小型動力ポンプ１台（竹野１台） 

 

４ 契約の相手方   鳥取市古海356番地１ 

           株式会社 吉谷機械製作所 

           取締役社長 吉谷 勇一郎 

 

  （備考）納入期限  令和４年３月25日 

      主な仕様  消防ポンプ自動車：４ＷＤ、ポンプ性能Ａ２級 

            小型動力ポンプ積載車：４ＷＤ、電動油圧式昇降装置付 

            小型動力ポンプ：ポンプ性能Ｂ２級 
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第57号議案 

 

   豊岡市立道の駅「神鍋高原」の指定管理者の指定について 

 

 豊岡市立道の駅「神鍋高原」の指定管理者を次の団体等に指定したいので、地方

自冶法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

記 

 

１ 公の施設の名称   豊岡市立道の駅「神鍋高原」 

 

２ 団体等の名称    株式会社 日高振興公社 

 

３ 指定の期間     令和４年４月１日から令和９年３月31日 
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１ 公の施設の概要 

⑴ 名 称 

   豊岡市立道の駅「神鍋高原」 

⑵ 所在地 

   豊岡市日高町栗栖野 59 番地の 13 

⑶ 設置目的 

  地域資源を活用し、住民及び来訪者の交流に供するとともに、休憩及び温浴

の場を提供し、もって地域の活性化を図る。 

⑷ 施設概要 

ア 道の駅本館 

 (ｱ) 設 備 等  鉄筋コンクリート造・３階建 

   (ｲ) 主な施設  売店、農産物直売コーナー、情報提供コーナー、観光案内

所、イベントホール、事務室、観光トイレ 

   (ｳ) 整備年次  平成15年７月竣工 

   (ｴ) 建物面積  1,216.96㎡ 

  イ 道の駅実習館 

   (ｱ) 設 備 等  鉄骨造・２階建 

   (ｲ) 主な施設  軽食堂、会議室 

   (ｳ) 整備年次  平成５年11月竣工 

   (ｴ) 建物面積  903.49㎡ 

  ウ 神鍋温泉ゆとろぎ 

   (ｱ) 設 備 等  鉄筋コンクリート造・平家建 

   (ｲ) 主な施設  浴室、脱衣室、露天風呂、水風呂、ドライサウナ、エント

ランスロビー、事務室、トイレ、和室休憩室 

   (ｳ) 整備年次  平成26年４月竣工 

   (ｴ) 建物面積  938.51㎡ 

 

２ 管理業務の内容 

⑴ 道の駅の使用及びその制限に関する業務 

⑵ 道の駅の維持管理に関する業務 

 

３ 団体等の概要  

 ⑴ 名 称 

   株式会社 日高振興公社 

⑵ 所在地 

   豊岡市日高町栗栖野 59 番地の 13 
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⑶ 代表者の氏名 

   代表取締役 岡森 且哉 

⑷ 設立年月日 

   平成６年４月 28 日 

 ⑸ 職員数又は会員数 

   20 名 

 ⑹ 主な事業又は活動 

道の駅「神鍋高原」、神鍋温泉ゆとろぎ、日高農林漁業体験実習館、日高農林

産物加工研修所の管理運営、温泉スタンドの管理 など 
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第58号議案 

 

   工事請負契約の締結について 

 

 高機能消防指令センター更新整備事業について、下記のとおり工事請負契約を締

結する。よって、豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年豊岡市条例第55号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

記 

 

１ 契約の目的  高機能消防指令センター更新整備事業 

 

２ 契約の方法  随意契約 

 

３ 契約の金額  583,000,000円 

 

４ 契約の相手方  大阪府松原市西野々２丁目１番45号 

株式会社 富士通ゼネラル  

近畿情報通信ネットワーク営業部 

部長 西浦 靖暁 

 

 

 

 

 

（備考）運用開始：令和４年３月予定 

     主な装置：自動出動指定装置 

          119番発信地表示システム 

          現場多目的情報伝送装置 

          車両動態管理システム 
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第59号議案 

 

豊岡市地域コミュニティに関する条例の一部を改正する条例制定につ 

いて 

 

豊岡市地域コミュニティに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 竹野南地区コミュニティセンターの休館日を変更するため。 
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豊岡市条例第   号  

 

   豊岡市地域コミュニティに関する条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市地域コミュニティに関する条例（平成28年豊岡市条例第38号）の一部を次の

ように改正する。 

 別表第２中 

「 

豊岡市立城崎地区コミュニティセンター 

 

日曜日 12月29日から翌年の１月３

日まで 

豊岡市立竹野南地区コミュニティセンター 火曜日 12月29日から翌年の１月３

日まで 豊岡市立中竹野地区コミュニティセンター 

豊岡市立竹野地区コミュニティセンター 

                                    」 

を 

「 

豊岡市立城崎地区コミュニティセンター 日曜日 12月29日から翌年の１月３

日まで 豊岡市立竹野南地区コミュニティセンター 

豊岡市立中竹野地区コミュニティセンター 火曜日 12月29日から翌年の１月３

日まで 豊岡市立竹野地区コミュニティセンター 

                                     」 

に改める。 

附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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豊岡市地域コミュニティに関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

竹野南地区コミュニティセンターの休館日を、火曜日から日曜日に変更するこ

と。（別表第２関係） 

 

２ 附則 

この条例は、令和３年７月１日から施行すること。 
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第
９
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
９
条
関
係
）
 

名
称
 

休
館
日
 

豊
岡
市
立
豊
岡
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 

 
～
 

 
略
 

豊
岡
市
立
神
美
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 

豊
岡
市
立
城
崎
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 

日
曜
日
 
12
月
29
日
か
ら
翌

年
の
１
月
３
日
ま
で
 

豊
岡
市
立
竹
野
南
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 火

曜
日
 
12
月
29
日
か
ら
翌

年
の
１
月
３
日
ま
で
 

豊
岡
市
立
中
竹
野
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
竹
野
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
国
府
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
八
代
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
日
高
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
三
方
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
清
滝
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
西
気
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
弘
道
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
菅
谷
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
福
住
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
寺
坂
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
小
坂
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
小
野
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 

名
称
 

休
館
日
 

豊
岡
市
立
豊
岡
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 

 
～
 

 
略
 

豊
岡
市
立
神
美
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 

豊
岡
市
立
城
崎
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 

日
曜
日
 
1
2月

2
9日

か
ら
翌

年
の
１
月
３
日
ま
で
 

豊
岡
市
立
竹
野
南
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
中
竹
野
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 
火
曜
日
 
1
2月

2
9日

か
ら
翌

年
の
１
月
３
日
ま
で
 

豊
岡
市
立
竹
野
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
国
府
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
八
代
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
日
高
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
三
方
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
清
滝
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
西
気
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
弘
道
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
菅
谷
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
福
住
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
寺
坂
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
小
坂
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

豊
岡
市
立
小
野
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
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～
 

豊
岡
市
立
高
橋
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 
略
 

 

～
 

豊
岡
市
立
高
橋
地
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
 

 
略
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第60号議案 

 

豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を 

改正する条例制定について 

 

 豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例を次のように定める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

地方税法の改正に伴い、登記簿上の所有者が死亡している場合における土地又は

家屋に関し現に所有している者に申告の義務を課すこと等の規定を整備するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例 

 

（豊岡市市税条例の一部改正） 

第１条 豊岡市市税条例（平成17年豊岡市条例第58号）の一部を次のように改正す

る。 

第24条第２項中「及び扶養親族」の右に「（年齢16歳未満の者及び控除対象扶養

親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第34条の７第１項第２号及び第３号中「寄附金（」の右に「出資に関する業務に

充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第４号中「を除く。」を「及

び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第５

号及び第６号中「寄附金（」の右に「出資に関する業務に充てられることが明ら

かなものを除き、」を加え、同項第７号中「を除く。」を「及び出資に関する業務

に充てられることが明らかなものを除き、」に改め、同項第８号中「寄附金（」の

右に「出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項

第10号中「もの」の右に「、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」

を加える。 

第36条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢16歳未満の者に

限る」に改める。 

第74条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第74条の３ 現所有者（法第384条の３に規定する現所有者をいう。以下この条

及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から３月

を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

⑴ 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人との

関係 

⑵ 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合におけ

る当該個人の住所及び氏名 

⑶ その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第75条第１項中「のうち、」を「が」に、「又は」を「若しくは」に改め、「規定

により」の右に「、又は現所有者が前条の規定により」を加え、「者は」を「場合

には、その者に対し」に改める。 
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第83条第２項ただし書を削る。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の右に「（年齢16歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

（豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 豊岡市市税条例等の一部を改正する条例（令和２年豊岡市条例第25号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条のうち、豊岡市市税条例第48条第10項の改正規定中「第321条の８第52項」

を「第321条の８第60項」に、「同条第52項」を「同条第60項」に改め、同条第16

項の改正規定中「第321条の８第61項」を「第321条の８第69項」に改める。 

  第２条のうち、豊岡市市税条例第50条第４項の改正規定中「「又は第31項」に」

の右に「、「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に」を加える。 

  第２条のうち、豊岡市市税条例第52条の改正規定中「第52条第４項」を「第52

条第３項中「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に改め、同条

第４項」に改める。 

 第２条のうち、豊岡市市税条例附則第３条の２第２項の改正規定の次に次のよ

うに加える。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第81条の24第１項の

規定により延長された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を

削り、同条第２項中「又は法第321条の８第４項に規定する連結法人税額の課税

標準の算定期間」を削る。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

⑴ 第１条中豊岡市市税条例第34条の７第１項第２号から第８号まで及び第10号

の改正規定、同条例附則第６条の改正規定並びに次項の規定 令和４年１月１

日 

⑵ 第１条中豊岡市市税条例第83条第２項の改正規定 令和４年４月１日 

⑶ 第１条中豊岡市市税条例第24条第２項及び第36条の３の３第１項の改正規定

並びに附則第３項の規定 令和６年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の豊岡市市税条例（以下「新条例」という。）第34

条の７第１項の規定は、所得割の納税義務者が令和４年１月１日以後に支出する

同項に規定する寄付金又は金銭について適用し、所得割の納税義務者が令和４年

１月１日前に支出した第１条の規定による改正前の豊岡市市税条例第34条の７
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第１項に規定する寄付金又は金銭については、なお従前の例による。 

３ 新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従

前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

４ 新条例第74条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する現所

有者であることを知った者について適用する。 
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豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

⑴ 豊岡市市税条例の一部改正（第１条関係） 

ア 個人の市民税において、非課税の判定基準となる扶養親族について、年齢

16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る扶養親族とすること。（第24条、第

36条の３の３、附則第５条関係) 

イ 個人の市民税において、寄附金税額控除の対象寄附金について、出資に関

する業務に充てられることが明らかなものを除くこと。（第34条の７関係) 

ウ 登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合にお

ける土地又は家屋を所有している者に、現所有者であることを知った日の翌

日から３月を経過した日までに現所有者に係る申告書を市長に提出しなけれ

ばならないこと。(第74条の３関係) 

エ 現所有者に係る申告書の提出について、申告すべき事項について正当な事

由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料に

処すること。(第75条関係) 

オ 軽自動車税の種別割の納期について、ただし書で規定する令和３年度の種

別割の納期を削ること。（第83条関係） 

カ 個人市民税において、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費

控除を令和９年度まで延長すること。(附則第６条関係) 

 ⑵ 豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正（第２条関係） 

   豊岡市市税条例等の一部を改正する条例（令和２年豊岡市条例第25号）にお

ける法人の市民税について、地方税法の改正に係る延滞金の特例等について所

要の規定の整備を行うこと。 

 

２ 附則 

⑴ この条例の規定を区分し、当該区分に応じて施行期日を定めること。（改正条

例附則第１項関係） 

⑵ 市民税及び固定資産税について、この条例の施行に係る所要の経過措置を定

めること。（改正条例附則第２項から第４項関係） 
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豊
岡
市
市
税
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

（
個
人
の
市
民
税
の
非
課
税
の
範
囲
）
 

第
24
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
市
民
税
（
第
２
号

に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第

5
3条

の
２
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
所
得
割
（
以

下
「
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
た
だ
し
、

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
24
条

 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
市
民
税
（
第
２
号

に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
第

5
3条

の
２
の
規
定
に
よ
り
課
す
る
所
得
割
（
以

下
「
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
を
課
さ
な
い
。
た
だ
し
、

法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

⑴
・
⑵
 
略
 

⑴
・
⑵
 
略
 

２
 
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

2
8万

円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
の
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に

10
万
円
を
加
算
し
た
金

額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金

額
に
16
万
8,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を

課
さ
な
い
。
 

２
 
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
す
る
者
で
均
等
割
の
み
を
課
す
べ
き
も
の
の
う
ち
、

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

2
8
万
円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及
び
扶
養
親
族

（
年
齢

1
6歳

未
満
の
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
同
じ
。）

の
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
10
万
円
を
加
算
し
た
金

額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金

額
に

16
万
8,
00
0円

を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
均
等
割
を

課
さ
な
い
。
 

 
（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

 
（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第
31
4条

の
７
第
１
項
第
１

号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
若
し
く
は
金
銭
の
う

ち
市
長
が
別
に
定
め
る
も
の
を
支
出
し
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す

る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金

額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い

う
。
）
を
そ
の
者
の
第

34
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割

の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該

第
34
条
の
７
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第
3
1
4条

の
７
第
１
項
第
１

号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
若
し
く
は
金
銭
の
う

ち
市
長
が
別
に
定
め
る
も
の
を
支
出
し
た
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す

る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
す
べ
き
金

額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い

う
。
）
を
そ
の
者
の
第

3
4
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割

の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
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所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す

る
金
額
と
す
る
。
 

所
得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す

る
金
額
と
す
る
。
 

⑴
 
略
 

⑴
 
略
  

⑵
 
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
40
年
政
令
第

96
号
）
第

21
7条

第
１
号
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す

る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑵
 
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
4
0年

政
令
第

9
6号

）
第

2
17
条
第
１
号
に
規
定
す
る

独
立
行
政
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と

が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す

る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑶
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
１
号
の
２
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人

に
対
す
る
寄
附
金
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限

る
。
）
 

⑶
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
１
号
の
２
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人

に
対
す
る
寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も

の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限

る
。
）
 

⑷
 
所
得
税
法
施
行
令
第
21
7条

第
２
号
に
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
（
法

第
31
4条

の
７
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る

業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑷
 
所
得
税
法
施
行
令
第
2
17
条
第
２
号
に
規
定
す
る
法
人
に
対
す
る
寄
附
金
（
法

第
3
1
4
条
の
７
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充

て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る

業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑸
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
３
号
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益

財
団
法
人
（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
20
年
政
令
第
1

5
5
号
）
附
則
第

1
3条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
１
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に

規
定
す
る
民
法
法
人
を
含
む
。
）
に
対
す
る
寄
附
金
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る

業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑸
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
３
号
に
規
定
す
る
公
益
社
団
法
人
及
び
公
益

財
団
法
人
（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
2
0年

政
令
第
1

5
5
号
）
附
則
第

1
3条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
１
項
第
２
号
及
び
第
３
号
に

規
定
す
る
民
法
法
人
を
含
む
。
）
に
対
す
る
寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充

て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る

業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑹
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
４
号
に
規
定
す
る
学
校
法
人
に
対
す
る
寄
附

金
（

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
当
該

法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑹
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
４
号
に
規
定
す
る
学
校
法
人
に
対
す
る
寄
附

金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該

法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
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⑺
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
５
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る

寄
附
金
（
法
第
31
4条

の
７
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
当
該
法
人
の
主
た
る
目

的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑺
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
５
号
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
に
対
す
る

寄
附
金
（
法
第
3
1
4条

の
７
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
出
資
に
関
す
る

業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、
当
該
法
人
の
主
た
る
目

的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑻
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
６
号
に
規
定
す
る
更
生
保
護
法
人
に
対
す
る

寄
附
金
（

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑻
 
所
得
税
法
施
行
令
第

2
1
7
条
第
６
号
に
規
定
す
る
更
生
保
護
法
人
に
対
す
る

寄
附
金
（
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
を
除
き
、

当
該
法
人
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
業
務
に
関
連
す
る
も
の
に
限
る
。
）
 

⑼
 
略
 

⑼
 
略
 

⑽
 
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第
41
条
の
18
の
２
第
２
項
に
規

定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
（
そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の

利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
を
除
く
。
）
 

⑽
 
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
3
2年

法
律
第
2
6
号
）
第
41
条
の
1
8の

２
第
２
項
に
規

定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
（
そ
の
寄
附
を
し
た
者
に
特
別
の

利
益
が
及
ぶ
と
認
め
ら
れ
る
も
の
、
出
資
に
関
す
る
業
務
に
充
て
ら
れ
る
こ
と

が
明
ら
か
な
も
の
を
除
く
。
）
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
3
6
条
の
３
の
３

 
所
得
税
法
第

2
0
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
20

3条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け

る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す

る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
20
3条

の
６
第

１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前

日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

第
3
6
条
の
３
の
３

 
所
得
税
法
第

2
0
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
2
0
3条

の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け

る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
年
齢
16
歳
未
満
の
者
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す

る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第

2
03
条
の
６
第

１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前

日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
 

ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
略
 

⑴
～
⑶
 
略
 

２
～
５
 
略
 

２
～
５
 
略
 

 
（
現
所
有
者
の
申
告
）
 

 
第
74
条
の
３
 
現
所
有
者
（
法
第
3
84
条
の
３
に
規
定
す
る
現
所
有
者
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
現
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
３
月
を
経
過
し
た
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を

市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
⑴

 
土
地
又
は
家
屋
の
現
所
有
者
の
住
所
、
氏
名
又
は
名
称
、
次
号
に
規
定
す
る

個
人
と
の
関
係
 

 
⑵

 
土
地
又
は
家
屋
の
所
有
者
と
し
て
登
記
簿
又
は
土
地
補
充
課
税
台
帳
若
し
く

は
家
屋
補
充
課
税
台
帳
に
登
記
又
は
登
録
が
さ
れ
て
い
る
個
人
が
死
亡
し
て
い

る
場
合
に
お
け
る
当
該
個
人
の
住
所
及
び
氏
名
 

 
⑶

 
そ
の
他
市
長
が
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
 

（
固
定
資
産
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）
 

（
固
定
資
産
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
）
 

第
75
条
 
固
定
資
産
の
所
有
者
（
法
第
38
6条

に
規
定
す
る
固
定
資
産
の
所
有
者
を
い

う
。
）
の
う
ち
、
第

74
条
又
は
 
 
法
第
38

3条
の
規
定
に
よ
り
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告

を
し
な
か
っ
た
者
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
10
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
 

第
75
条
 
固
定
資
産
の
所
有
者
（
法
第
3
86
条
に
規
定
す
る
固
定
資
産
の
所
有
者
を
い

う
。
）
が
 
 
 
第
7
4条

若
し
く
は
法
第
3
8
3条

の
規
定
に
よ
り
、
又
は
現
所
有
者

が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
事
由
が
な
く
て
申
告

を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
1
0万

円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

第
83
条
 
略
 

第
83
条
 
略
 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
３

年
度
の
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
６
月

30
日
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
3
1日

ま
で
と
す
る
。
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附

 
則
 

 
 
 
附
 
則
 

（
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
）
 

（
個
人
の
市
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
）
 

第
５
条

 
当
分
の
間
、
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
前
年

の
所
得
に
つ
い
て
第

3
3条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金

額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、

3
5万

円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及

び
扶
養
親
族

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
の
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に

10
万
円
を

加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に

は
、
当
該
金
額
に
32
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
第
 

2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
割
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
除

く
。
）
を
課
さ
な
い
。
 

第
５
条

 
当
分
の
間
、
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
べ
き
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
前
年

の
所
得
に
つ
い
て
第

3
3条

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金

額
及
び
山
林
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、

3
5万

円
に
そ
の
者
の
同
一
生
計
配
偶
者
及

び
扶
養
親
族
（
年
齢

1
6歳

未
満
の
者
及
び
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
数
に
１
を
加
え
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
1
0万

円
を

加
算
し
た
金
額
（
そ
の
者
が
同
一
生
計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
を
有
す
る
場
合
に

は
、
当
該
金
額
に
3
2万

円
を
加
算
し
た
金
額
）
以
下
で
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
第
 

2
3
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
得
割
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割
を
除

く
。
）
を
課
さ
な
い
。
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

第
６
条

 
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
４
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4条

の

２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ

る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
31
4条

の
２
第
１
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し

て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
６
条

 
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4条

の

２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第

１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ

る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
法
第
3
1
4条

の
２
第
１
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し

て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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豊
岡
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
豊
岡
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
略

 

第
２
条

 
豊
岡
市
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

（
豊
岡
市
市
税
条
例
の
一
部
改
正
）

 

第
１
条

 
略
 

第
２
条
 
豊
岡
市
市
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

 
（
中
略
）
 

（
中
略
）
 

第
48
条
第
１
項
中
「
第
４
項
、
第

19
項
、
第

22
項
及
び
第

2
3
項
」
を
「
第

31
項
、

第
34
項
及
び
第

3
5項

」
に
、
「
第

1
0項

、
第

1
1項

及
び
第

1
3項

」
を
「
第
９
項
、

第
10
項
及
び
第

1
2項

」
に
、
「
第
４
項
、
第

1
9項

及
び
第

2
3項

」
を
「
第

3
1項

及

び
第

35
項
」
に
、
「
同
条
第

2
2項

」
を
「
同
条
第

34
項
」
に
、
「
第
３
項
」
を
「
第

２
項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
第

68
条
の
9
1第

４
項
及
び
第

1
0項

」

を
削
り
、
「
第

32
1
条
の
８
第

24
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

36
項
」
に
改
め
、
同

条
第
３
項
中
「
第

66
条
の
９
の
３
第
４
項
及
び
第

10
項
又
は
第

6
8条

の
93
の
３
第

４
項
及
び
第

10
項
」
を
「
第

6
6条

の
９
の
３
第
３
項
及
び
第
９
項
」
に
、
「
第

32
1

条
の
８
第

25
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

37
項
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
第

3
21

条
の
８
第

26
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

38
項
」
に
改
め
、
同
条
第
５
項
中
「
第

3
21

条
の
８
第

22
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

34
項
」
に
、
「
同
条
第

21
項
」
を
「
同
条

第
33
項
」
に
、
「
、
第
４
項
又
は
第

19
項
」
を
「
又
は
第

3
1項

」
に
、
「
同
条
第

23
項
」
を
「
同
条
第

35
項
」
に
改
め
、
同
条
第
６
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

19
項
」

を
「
又
は
第

31
項
」
に
、
「
同
条
第

22
項
」
を
「
同
条
第

3
4項

」
に
、
「
第

32
1条

の
８
第

23
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

35
項
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
第

32
1

条
の
８
第

22
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

34
項
」
に
、
「
、
第
４
項
又
は
第

19
項
」

を
「
又
は
第

31
項
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
第

32
1条

の
８
第

23
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

3
5項

」
に
改
め
、
同
条
第
９
項
を
削
り
、
同
条
第

1
0項

中
「
第

32
1

第
48
条
第
１
項
中
「
第
４
項
、
第

1
9
項
、
第

2
2
項
及
び
第

2
3項

」
を
「
第

3
1項

、

第
34
項
及
び
第

3
5項

」
に
、
「
第

1
0項

、
第

1
1項

及
び
第

1
3項

」
を
「
第
９
項
、

第
10
項
及
び
第

1
2項

」
に
、
「
第
４
項
、
第

1
9項

及
び
第

2
3項

」
を
「
第

3
1項

及

び
第

35
項
」
に
、
「
同
条
第

2
2項

」
を
「
同
条
第

3
4
項
」
に
、
「
第
３
項
」
を
「
第

２
項
後
段
」
に
改
め
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
第

6
8
条
の
9
1第

４
項
及
び
第

1
0項

」

を
削
り
、
「
第

32
1
条
の
８
第

2
4項

」
を
「
第

3
2
1
条
の
８
第

3
6
項
」
に
改
め
、
同

条
第
３
項
中
「
第

66
条
の
９
の
３
第
４
項
及
び
第

1
0項

又
は
第

6
8条

の
9
3
の
３
第

４
項
及
び
第

10
項
」
を
「
第

6
6条

の
９
の
３
第
３
項
及
び
第
９
項
」
に
、
「
第

3
2
1

条
の
８
第

25
項
」
を
「
第

3
2
1
条
の
８
第

3
7項

」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
中
「
第

3
2
1

条
の
８
第

26
項
」
を
「
第

3
2
1
条
の
８
第

3
8項

」
に
改
め
、
同
条
第
５
項
中
「
第

3
2
1

条
の
８
第

22
項
」
を
「
第

3
2
1
条
の
８
第

3
4項

」
に
、
「
同
条
第

2
1
項
」
を
「
同
条

第
33
項
」
に
、
「
、
第
４
項
又
は
第

1
9
項
」
を
「
又
は
第

3
1項

」
に
、
「
同
条
第

23
項
」
を
「
同
条
第

3
5
項
」
に
改
め
、
同
条
第
６
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

1
9
項
」

を
「
又
は
第

31
項
」
に
、
「
同
条
第

2
2
項
」
を
「
同
条
第

3
4項

」
に
、
「
第

3
2
1条

の
８
第

23
項
」
を
「
第

3
2
1
条
の
８
第

3
5
項
」
に
改
め
、
同
条
第
７
項
中
「
第

3
2
1

条
の
８
第

22
項
」
を
「
第

3
2
1
条
の
８
第

3
4項

」
に
、
「
、
第
４
項
又
は
第

1
9
項
」

を
「
又
は
第

31
項
」
に
改
め
、
同
項
第
２
号
中
「
第

3
2
1条

の
８
第

2
3
項
」
を
「
第

32
1
条
の
８
第

3
5項

」
に
改
め
、
同
条
第
９
項
を
削
り
、
同
条
第

1
0項

中
「
第

3
2
1
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条
の
８
第

42
項
」
を
「
第
32
1
条
の
８
第

52
項
」
に
、
「
同
条
第

42
項
」
を
「
同
条

第
52
項
」
に
、
「
第

12
項
」
を
「
第
11
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、

同
条
第

11
項
を
同
条
第

10
項
と
し
、
同
条
第

1
2項

中
「
第

1
0項

」
を
「
第
９
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

11
項
と
し
、
同
条
第

13
項
中
「
第

10
項
」
を
「
第
９
項
」

に
、
「
第

7
5条

の
４
第
２
項
」
を
「
第

7
5条

の
５
第
２
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第

12
項
と
し
、
同
条
第

14
項
を
同
条
第

13
項
と
し
、
同
条
第

15
項
中
「
第

13
項
」

を
「
第

12
項
」
に
、
「
第

10
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

14
項

と
し
、
同
条
第

16
項
中
「
第

1
3項

前
段
」
を
「
第

12
項
前
段
」
に
、
「
第

32
1条

の

８
第

51
項
」
を
「
第
3
21
条
の
８
第

61
項
」
に
、
「
第

10
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第

15
項
と
し
、
同
条
第

17
項
中
「
第

13
項
後
段
」
を
「
第

12
項

後
段
」
に
、
「
第

15
項
」
を
「
第

1
4項

」
に
、
「
第

75
条
の
４
第
３
項
若
し
く
は

第
６
項
（
同
法
第

81
条
の
24
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
「
第

75
条
の
５
第
３
項
若
し
く
は
第
６
項
」
に
、
「
第

1
0項

」
を
「
第
９
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

16
項
と
す
る
。

 

条
の
８
第

42
項
」
を
「
第
3
2
1
条
の
８
第

6
0項

」
に
、
「
同
条
第

4
2
項
」
を
「
同
条

第
60
項
」
に
、
「
第

1
2項

」
を
「
第
1
1項

」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
９
項
と
し
、

同
条
第

11
項
を
同
条
第

1
0
項
と
し
、
同
条
第

1
2項

中
「
第

1
0項

」
を
「
第
９
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

1
1
項
と
し
、
同
条
第

1
3項

中
「
第

1
0項

」
を
「
第
９
項
」

に
、
「
第

7
5条

の
４
第
２
項
」
を
「
第

7
5条

の
５
第
２
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第

12
項
と
し
、
同
条
第

1
4
項
を
同
条
第

1
3
項
と
し
、
同
条
第

1
5項

中
「
第

1
3項

」

を
「
第

12
項
」
に
、
「
第

1
0
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

1
4
項

と
し
、
同
条
第

16
項
中
「
第

1
3項

前
段
」
を
「
第

1
2項

前
段
」
に
、
「
第

3
2
1条

の

８
第

51
項
」
を
「
第

3
2
1
条
の
８
第

6
9項

」
に
、
「
第

1
0
項
」
を
「
第
９
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第

1
5項

と
し
、
同
条
第

1
7
項
中
「
第

1
3
項
後
段
」
を
「
第

1
2
項

後
段
」
に
、
「
第

15
項
」
を
「
第

1
4項

」
に
、
「
第

7
5
条
の
４
第
３
項
若
し
く
は

第
６
項
（
同
法
第

81
条
の
2
4
の
３
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

を
「
第

75
条
の
５
第
３
項
若
し
く
は
第
６
項
」
に
、
「
第

1
0項

」
を
「
第
９
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

1
6
項
と
す
る
。

 

第
50
条
第
２
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第
19
項
」
を
「
又
は
第
31
項
」
に
、「

同
条

第
23
項
」
を
「
同
条
第
35
項
」
に
、「

、
第
２
項
又
は
第
４
項
」
を
「
又
は
第
２
項
」

に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

19
項
」
を
「
又
は
第
31
項
」
に
改
め
、

「
（
同
条
第
２
項
又
は
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
法
人
が
連
結

子
法
人
の
場
合
に
は
、
当
該
連
結
子
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る

連
結
親
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第

1
2
号
の
６
の
７
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

若
し
く
は
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
っ
た

連
結
親
法
人
が
法
人
税
に
係
る
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
又
は
法
人
税
に
係
る
更

正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
こ
と
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。）
」
を
削
り
、
同

条
第
４
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第
19
項
」
を
「
又
は
第

31
項
」
に
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 改

め
る
。
 

第
50
条
第
２
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第
1
9項

」
を
「
又
は
第
3
1項

」
に
、「

同
条

第
23
項
」
を
「
同
条
第
3
5項

」
に
、「

、
第
２
項
又
は
第
４
項
」
を
「
又
は
第
２
項
」

に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

1
9項

」
を
「
又
は
第
3
1項

」
に
改
め
、

「
（
同
条
第
２
項
又
は
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
法
人
が
連
結

子
法
人
の
場
合
に
は
、
当
該
連
結
子
法
人
と
の
間
に
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
る

連
結
親
法
人
（
法
人
税
法
第
２
条
第

1
2
号
の
６
の
７
に
規
定
す
る
連
結
親
法
人
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

若
し
く
は
連
結
完
全
支
配
関
係
が
あ
っ
た

連
結
親
法
人
が
法
人
税
に
係
る
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
又
は
法
人
税
に
係
る
更

正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
こ
と
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。）
」
を
削
り
、
同

条
第
４
項
中
「
、
第
４
項
又
は
第

1
9項

」
を
「
又
は
第

3
1項

」
に
、「

第
4
8条

の
15

の
５
第
４
項
」
を
「
第
4
8条

の
1
5の

４
第
４
項
」
に
改
め
る
。
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第
52
条
第
４
項

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
か
ら
第
６
項
ま
で
を
削
る
。

 

第
52
条
第
３
項
中
「
第
4
8条

の
1
5
の
５
第
４
項
」
を
「
第

4
8
条
の

1
5
の
４
第
４

項
」
に
改
め
、
同
条
第
４
項
か
ら
第
６
項
ま
で
を
削
る
。

 

 
（
中
略
）

 
 
（
中
略
）

 

附
則
第
３
条
の
２
第
２
項
中
「
及
び
第
４
項
」
を
削
る
。

 
 

 
 
附
則
第
３
条
の
２
第
２
項
中
「
及
び
第
４
項
」
を
削
る
。

 

 
 
 
附
則
第
４
条
第
１
項
中
「
及
び
第
４
項
」
及
び
「
又
は
法
人
税
法
第

8
1条

の
2
4

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
延
長
さ
れ
た
法
第

3
2
1
条
の
８
第
４
項
に
規
定
す
る
申
告

書
の
提
出
期
限
」
を
削
り
、
同
条
第
２
項
中
「
又
は
法
第

3
2
1
条
の
８
第
４
項
に
規

定
す
る
連
結
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
」
を
削
る
。

 

 
  

 

-94-



第61号議案 

 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止す 

る条例制定について 

 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例を次

のように定める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例 

 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成17年豊岡市条

例第60号）は、廃止する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和３年３月31日以前に、この条例による廃止前の豊岡市過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の規定により、新設し、又は増設した特別償却

設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する

固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。 
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第62号議案 

 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例制定につ 

いて 

 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴い、豊岡市過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条例を定めるため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、市の過疎地域（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措

置法（令和３年法律第19号。以下「法」という。）第３条第１項の規定により過

疎地域とみなされる区域をいう。以下同じ。）において製造の事業、情報サービ

ス業等、農林水産物等販売業（過疎地域内において生産された農林水産物又は当

該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店

舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。）又は旅

館業に係る機械及び装置、建物又は土地に対する固定資産税について、地方税法

（昭和25年法律第226号）第６条第１項の規定により、固定資産税の課税免除をす

ることによって、過疎地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、

雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の是正並びに美しく風格ある国土の

形成に寄与することを目的とする。 

（固定資産税の課税免除） 

第２条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税

の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令（令和３

年総務省令第31号）第１条第１号イに規定する特別償却設備の取得等（法第23条

の取得等をいう。この項において同じ。）をした者については、過疎地域として

公示された日以後において取得等をした当該特別償却設備である家屋及び償却資

産並びに当該家屋の敷地である土地（取得をした日の翌日から起算して１年以内

に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に

限る。）に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。 

２ 前項の規定により課税免除をすることのできる期間は、当該課税免除をした最

初の年度以降３箇年度とする。 

（課税免除の申請） 

第３条 前条第１項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、同

項に規定する家屋、償却資産又は土地の取得等をした日の属する年の翌年の３月

15日まで（法人にあっては、取得等をした日の属する事業年度の終了の日の翌日

から２月以内）に、申請書を市長に提出しなければならない。 

（課税免除の取消し） 

-101-



第４条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課

税免除を取り消すことができる。 

⑴ 事業を休止し、又は廃止したと認められるとき。 

⑵ この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。 

（承継） 

第５条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に異動が

生じたときは、その事業の承継人の届出により、その承継人に対して課税免除を

継続することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から起算して７月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

 （令和３年度における法人の課税免除の申請の特例） 

２ 令和３年４月１日からこの条例の施行日までの間に家屋、償却資産又は土地の

取得等をした日の属する事業年度の終了の日となる法人に係る第３条の規定の適

用については、第３条中「取得等をした日の属する事業年度の終了の日」とある

のは、「この条例の施行の日」とする。 
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豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例案要綱 

 

１ 目的 

この条例は、市の過疎地域において、製造の事業、情報サービス業等、農林水

産物等販売業又は旅館業に係る機械及び装置、建物又は土地に対する固定資産税

について、当該固定資産税の課税免除をすることによって、過疎地域の持続的発

展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充等を目的とすること。

（第１条関係） 

２ 固定資産税の課税免除 

  特別償却設備の取得等をした者については、過疎地域として公示された日以後

に取得等をした当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地

である土地（以下「家屋等」という。）に課する固定資産税について、３箇年度

課税免除をすることができること。（第２条関係） 

３ 課税免除の申請 

固定資産税の課税免除を受けようとする者は、家屋等の取得等の翌年の３月15

日までに、法人にあっては取得等をした日の属する事業年度の終了の日の翌日か

ら２月以内に申請書を市長に提出しなければならないこと。（第３条関係） 

４ 課税免除の取消し 

市長は、課税免除を受けた者が事業の休止若しくは廃止したと認められるとき

又はこの条例等に違反する行為があったときは、課税免除を取り消すことができ

ること。（第４条関係） 

５ 承継 

  市長は、相続、譲渡等の事由により、課税免除を受けた者に異動が生じたとき

は、承継人の届出により課税免除を継続することができること。（第５条関係） 

６ 委任 

  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めること。（第６条関係） 

７ 附則 

この条例は、公布の日から起算して７月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行し、令和３年４月１日から適用すること。（附則第１項関係） 

８ 令和３年度における法人の課税免除の申請の特例 

この条例の施行に伴い、令和３年４月１日からこの条例の施行日までの間に家

屋、償却資産又は土地の取得等をした日の属する事業年度の終了の日となる法人

に係る課税免除の申請について、この条例の施行の日の翌日から２月以内を申請

期限とすること。（附則第２項関係） 
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第63号議案 

 

   豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる第１号被保険者

の介護保険料について、減額又は免除ができるようにするため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市介護保険条例（平成17年豊岡市条例第103号）の一部を次のように改正する。 

 附則第５条中「令和３年３月31日まで」を「令和４年３月31日まで」に改め、同

条第１号中「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、

中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新た

に報告されたものに限る。）である感染症」を「感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第７項第３号に規定する新型

コロナウイルス感染症」に改め、同条第２号ア中「事業収入等」を「第１号被保険

者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等」に改め、同号イ中「減

少する」を「第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の合計所得

金額（令第22条の２第１項に規定する合計所得金額をいう。）のうち、減少する」に

改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊岡市介護保険条

例附則第５条及び次項の規定は、令和３年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和２年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の豊岡市介護保険

条例附則第５条の規定の適用については、同条第２号イ中「令第22条の２第１項」

とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令（令和２年政令第381号）

第７条の規定による改正前の令第22条の２第１項」とする。 
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   豊岡市介護保険条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる第１号被保険

者の令和３年度分の介護保険料について、引き続き減額又は免除ができるように

改めること。（附則第５条関係） 

 

２ 附則 

⑴ この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊岡市介護保険条例附則第５条

の規定は、令和３年４月１日から適用すること。（附則第１項関係） 

⑵ 介護保険法施行令の改正に伴い、令和２年度分以前の介護保険料の減額又は

免除に係る合計所得金額の取扱いについて必要な経過措置を定めること。（附

則第２項関係） 
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豊
岡
市
介
護
保
険
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

 
 
 
附
 
則
 

 
 
 
附
 
則
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場

合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
減
免
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
収
入
の
減
少
が
見
込
ま
れ
る
場

合
等
に
お
け
る
保
険
料
の
減
免
）
 

第
５
条

 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
納
期
限
（
法

第
13
1
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第

13
5
条
第
６
項
に
規

定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
（
第
１

号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
法
第

12
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
令
和
２
年
２
月
１
日
以
降
に
納
期
限
が
定

め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
が
第
１
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取

得
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
同
年
２
月
１
日
前
に
納
期
限

が
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。）

の
減
免
に
つ
い
て
は
、
第
９
条
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
保
険
料
を
減

額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
５
条

 
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
納
期
限
（
法

第
13
1
条
に
規
定
す
る
特
別
徴
収
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第

1
3
5
条
第
６
項
に
規

定
す
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
日
）
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
（
第
１

号
被
保
険
者
の
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら

1
4
日
以
内
に
法
第

1
2
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
令
和
２
年
２
月
１
日
以
降
に
納
期
限
が
定

め
ら
れ
て
い
る
保
険
料
で
あ
っ
て
、
当
該
届
出
が
第
１
号
被
保
険
者
の
資
格
を
取

得
し
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
同
年
２
月
１
日
前
に
納
期
限

が
定
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
除
く
。）

の
減
免
に
つ
い
て
は
、
第
９
条
第
１
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
保
険
料
を
減

額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
病
原
体
が
ベ
ー
タ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
の

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
（
令
和
２
年
１
月
に
、
中
華
人
民
共
和
国
か
ら
世
界
保
健
機
関

に
対
し
て
、
人
に
伝
染
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
新
た
に
報
告
さ
れ
た
も
の

に
限
る
。）

で
あ
る
感
染
症
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
よ
り
、
第
１
号

被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
死
亡
し
、
又
は

重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
こ
と
。
 

⑴
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
0年

法
律
第
1
1
4号

）
第
６
条
第
７
項
第
３
号

に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
よ
り
、
第
１
号

被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
が
死
亡
し
、
又
は

重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
こ
と
。
 

⑵
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す

る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収

入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
業
収
入
等
」
と
い
う
。）

の
減

⑵
 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す

る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収

入
又
は
給
与
収
入
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
事
業
収
入
等
」
と
い
う
。）

の
減

-109-



少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

少
が
見
込
ま
れ
、
次
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
こ
と
。
 

 
 
ア

 
事
業
収
入
等

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
の
い
ず
れ
か
の
減
少
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ

る
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
額
）
が
前
年
の
当
該
事

業
収
入
等
の
額
の
10
分
の
３
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
ア

 
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
事

業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減
少
額
（
保
険
金
、
損
害
賠
償
等
に
よ
り
補
填
さ
れ

る
べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
額
）
が
前
年
の
当
該
事

業
収
入
等
の
額
の
1
0分

の
３
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
イ

 
減
少
す
る

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以

外
の
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
4,
00
0,

00
0
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
イ

 
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
合

計
所
得
金
額
（
令
第

2
2
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い

う
。）

の
う
ち
、
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入
等
に
係
る
所
得
以

外
の
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
4
,
0
00
,
0
00
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。
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第64号議案 

 

   豊岡市企業立地促進条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

                        豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の制定に伴い、引用する法令名

等を改めるため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市企業立地促進条例の一部を改正する条例 

 

 豊岡市企業立地促進条例（平成17年豊岡市条例第288号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第10号中「過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第33条第

２項」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第19号）

第３条第１項」に改める。 

 第５条第２号ア中「豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

（平成17年豊岡市条例第60号）」を「豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免

除に関する条例（令和  年豊岡市条例第   号）」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の豊岡市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行の

日以後に指定事業者として指定を受ける者について適用し、同日前に指定を受

けた者については、なお従前の例による。 

 （豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

３ 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成17年豊岡市条例第150号）の

一部を次のように改正する。 

  第６条第２号ア(ｳ)中「過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）

第２条」を「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律

第19号）第３条第１項」に改める。 
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   豊岡市企業立地促進条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

⑴ 定義の過疎地域について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置

法第３条第１項に基づき過疎地域とみなされる区域に改めること。(第２条関

係） 

⑵ 奨励措置のうち工場等設置奨励金の規定について、廃止する豊岡市過疎地

域における固定資産税の課税免除に関する条例（平成17年豊岡市条例第60号）

から新たに制定する豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する

条例に対応するための規定の整備を行うこと。(第５条関係） 

 

２ 附則 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行すること。（附則第１項関係） 

 ⑵ この条例による改正後の豊岡市企業立地促進条例の規定は、この条例の施行

の日以後に指定事業者として指定を受ける者について適用し、同日前に指定を

受けた者については、なお従前の例によること。（附則第２項関係） 

 ⑶ 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例の定義の過疎地域を改めること。

（附則第３項関係） 
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豊
岡
市
企
業
立
地
促
進
条
例
新
旧
対
照
表
 現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
定
義
）
 

（
定
義
）
 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
２
条

 
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

⑴
～
⑼
 
略
 

⑴
～
⑼
 
略
 

⑽
 
過
疎
地
域

 
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

12
年
法
律
第

15
号
）

第
33
条
第
２
項

 
 
 

 
 
 

 
 
 
の
規
定
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
み
な
さ

れ
る
区
域
を
い
う
。
 

⑽
 
過
疎
地
域

 
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令

和
３
年
法
律
第

1
9号

）
第
３
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
過
疎
地
域
と
み
な
さ

れ
る
区
域
を
い
う
。
 

（
奨
励
措
置
）
 

（
奨
励
措
置
）
 

第
５
条
 
市
長
は
、
指
定
事
業
者
に
対
し
、
奨
励
措
置
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

奨
励
金
を
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
２
号
ア
及

び
イ
に
規
定
す
る
奨
励
金
は
、
重
複
し
て
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

第
５
条
 
市
長
は
、
指
定
事
業
者
に
対
し
、
奨
励
措
置
と
し
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

奨
励
金
を
予
算
の
範
囲
内
で
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
２
号
ア
及

び
イ
に
規
定
す
る
奨
励
金
は
、
重
複
し
て
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 

⑴
 
略
 

⑴
 
略
 

⑵
 
工
場
等
設
置
奨
励
金
 

⑵
 
工
場
等
設
置
奨
励
金
 

ア
 
土
地
又
は
建
物
の
取
得
を
伴
う
新
増
設
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
工
場
等
の

操
業
開
始
の
日
以
降
に
お
い
て
、
当
該
工
場
等
に
新
た
に
固
定
資
産
税
が
賦

課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
５
年
度
間
（
豊
岡
市
過
疎
地
域
に
お
け

る
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
7年

豊
岡
市
条
例
第

6
0

号
）
 
 

 
及
び
豊
岡
市
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
の
た
め
の
固
定
資
産

税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成

21
年
豊
岡
市
条
例
第

14
号
）
に
基
づ

く
課
税
免
除
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
課
税
免
除
の
期
間
を
含

む
。
）
に
お
け
る
各
年
度
の
固
定
資
産
税
の
賦
課
額
に
相
当
す
る
額
 

ア
 
土
地
又
は
建
物
の
取
得
を
伴
う
新
増
設
を
行
っ
た
場
合
、
当
該
工
場
等
の

操
業
開
始
の
日
以
降
に
お
い
て
、
当
該
工
場
等
に
新
た
に
固
定
資
産
税
が
賦

課
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
５
年
度
間
（
豊
岡
市
過
疎
地
域
に
お
け

る
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
令
和

 
 
年
豊
岡
市
条
例
第

 
 
 
号
）
及
び
豊
岡
市
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
の
た
め
の
固
定
資
産

税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
平
成

2
1
年
豊
岡
市
条
例
第

1
4
号
）
に
基
づ

く
課
税
免
除
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
課
税
免
除
の
期
間
を
含

む
。
）
に
お
け
る
各
年
度
の
固
定
資
産
税
の
賦
課
額
に
相
当
す
る
額
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イ
 
略
 

イ
 
略
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豊
岡
市
営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
附
則
第
３
項
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
入
居
者
の
資
格
）
 

（
入
居
者
の
資
格
）
 

第
６
条
 
市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
（
老
人
、
身
体
障

害
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る

者
（
以
下
「
老
人
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
、
被
災

市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
14
号
）
第
21
条
に
規
定
す
る
者
（
以

下
「
被
災
者
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
４
号
）
を
具
備
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

第
６
条
 
市
営
住
宅
に
入
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
条
件
（
老
人
、
身
体
障

害
者
そ
の
他
の
特
に
居
住
の
安
定
を
図
る
必
要
が
あ
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る

者
（
以
下
「
老
人
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
、
被
災

市
街
地
復
興
特
別
措
置
法
（
平
成
７
年
法
律
第
1
4号

）
第
21
条
に
規
定
す
る
者
（
以

下
「
被
災
者
等
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
第
４
号
）
を
具
備
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

⑴
 
略
  

⑴
 
略
  

⑵
 
そ
の
者
の
収
入
が
入
居
の
申
込
み
を
し
た
日
に
お
い
て
ア
、
イ
又
は
ウ
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
、
イ
又
は
ウ
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
な
い
こ

と
。
 

⑵
 
そ
の
者
の
収
入
が
入
居
の
申
込
み
を
し
た
日
に
お
い
て
ア
、
イ
又
は
ウ
に
掲

げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
、
イ
又
は
ウ
に
掲
げ
る
金
額
を
超
え
な
い
こ

と
。
 

ア
 

(ｱ
)か

ら
(ｴ
)ま

で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

 
21
4,
00
0円

 
ア
 

(ｱ
)か

ら
(
ｴ)
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

 
21
4
,
0
0
0円

 

(ｱ
)・

(ｲ
) 

略
 

(ｱ
)・

(ｲ
) 

略
 

(ｳ
) 

同
居
者
に
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
が
あ
る
場
合
（
過

疎
地
域
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成

12
年
法
律
第
15
号
）
第

２
条
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
複
式
学
級
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編

制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
33
年
法
律
第
11
6号

）

第
３
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
数
学
年
の
児
童
又
は
生
徒
が
１

学
級
に
編
制
さ
れ
た
学
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
小
学
校
又
は

中
学
校
の
通
学
区
域
で
あ
る
区
域
に
存
す
る
市
営
住
宅
へ
の
入
居
の
申
込

み
に
お
い
て
は
、
同
居
者
に
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
者
が
あ
る
場
合
） 

(ｳ
) 

同
居
者
に
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
者
が
あ
る
場
合
（
過

疎
地
域
（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令

和
３
年
法
律
第

1
9
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
域
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
り
、
か
つ
、
複
式
学
級
（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編

制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
3年

法
律
第
1
1
6号

）

第
３
条
第
１
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
数
学
年
の
児
童
又
は
生
徒
が
１

学
級
に
編
制
さ
れ
た
学
級
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
小
学
校
又
は

中
学
校
の
通
学
区
域
で
あ
る
区
域
に
存
す
る
市
営
住
宅
へ
の
入
居
の
申
込

み
に
お
い
て
は
、
同
居
者
に
中
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
の
者
が
あ
る
場
合
） 
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(ｴ
) 

略
 

(ｴ
) 

略
  

イ
・
ウ
 
略
 

イ
・
ウ
 
略
 

⑶
～
⑸
 
略
 

⑶
～
⑸
 
略
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第65号議案 

 

   豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正す 

る条例制定について 

 

 豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

まちなか交流館の地下階の使途を改める等の規定の整備を行うため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例（平成25年豊岡市条例第37

号）の一部を次のように改正する。 

第４条及び第５条を次のように改める。 

（職員） 

第４条 交流館に、館長その他職員を置く。 

（休館日） 

第５条 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を定

めることができる。 

第６条中「別表第１のとおり」を「午前９時から午後10時まで（宿泊室にあって

は、午後３時から翌日の午前11時まで）」に、「指定管理者」を「市長」に改め、「市

長の承認を得て」を削る。 

第７条第１項中「別表第２」を「別表」に、「指定管理者」を「市長」に改め、同

条第２項中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第８条、第10条第１項及び第11条中「指定管理者」を「市長」に改める。 

第12条を次のように改める。 

（使用料の徴収） 

第12条 市長は、第７条第１項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、

別表に定める使用料を徴収する。 

２ 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただ

し、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定す

ることができる。 

第12条の次に次の２条を加える。 

（使用料の減免） 

第12条の２ 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料

を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の不還付） 

第12条の３ 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第11条第２項の規

定により市長が交流館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条

第１項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるとき

は、申請により、その全部又は一部を還付することができる。 

第13条、第15条並びに第16条第２項及び第３項中「指定管理者」を「市長」に改

める。 
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第18条を第20条とし、第17条の次に次の２条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第18条 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。

以下同じ。）に交流館の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者

が行う業務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第３条第１項各号に規定する事業に係る業務 

⑵ 交流館の使用及びその制限に関する業務 

⑶ 交流館の維持管理に関する業務 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、第５

条から第８条まで、第10条第１項、第11条、第13条、第15条並びに第16条第２項

及び第３項の規定の適用については、第５条及び第６条中「市長は、特に必要が

あると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるとき

は市長の承認を得て」と、第７条、第８条、第10条第１項、第11条、第13条、第

15条並びに第16条第２項及び第３項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

４ 第１項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合においては、第

４条の規定は適用しない。 

（利用料金） 

第19条 前条第１項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合におい

て、市長が適当と認めるときは、指定管理者に交流館の使用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 第12条から第12条の３までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を

指定管理者に収受させる場合においては、別表に掲げる施設の使用者は、同表に

定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の

利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理

者は、規則で定める場合のほか、 市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料

金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができ

る。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の

規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とす

る。 

４ 市長は、第２項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示する

ものとする。 

附則第２項から第４項までを削り、附則第１項の見出し及び項番号を削る。 
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別表第１を次のように改める。 

別表（第７条、第12条関係） 

１ 宿泊室 

施設 単位 使用料 

客室 １人１泊 30,000円 

備考 食事料は、上記料金に含まない。 

２ 調理室 

施設 使用料 

調理室 １時間につき1,500円 

備考 冷暖房を使用する場合は、この表に規定する額の５割に相当する額を加算

する。 

３ 多目的室及びレセプションルーム 

施設 使用料 

午前９時から午後

零時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後６時から午後1

0時まで 

多目的室 4,300円 5,800円 6,500円 

レセプションルーム 4,500円 6,000円 6,800円 

備考 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の５割に相 

当する額を加算する。 

 別表第２を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年７月５日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行前にこの条例による改正前の豊岡市立まちなか交流館の設置

及び管理に関する条例の規定によりなされた許可、処分その他の行為は、この条

例による改正後の豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の相当

規定によりなされたものとみなす。 
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   豊岡市立まちなか交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

案要綱 

 

１ 改正の内容 

⑴ 豊岡市立まちなか交流館（以下「交流館」という。）に職員を置くこと。（第

４条関係） 

⑵ 交流館の休館日は、市長が特に必要があると認めるときに定めることができ

ること。（第５条関係） 

⑶ 交流館の管理等を指定管理者に行わせるとする規定を、市長が行う規定とす

るために必要な規定の整備を行うこと。（第６条から第８条、第10条、第11条、

第13条、第15条、第16条関係） 

⑷ 市長は、施設の使用の許可を受けた使用者から、使用料を徴収すること。（第

12条関係） 

⑸ 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額

し、又は免除することができること。（第12条の２関係） 

⑹ 市長は、交流館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき以外は、

既に納めた使用料は還付しないこと。（第12条の３関係） 

⑺ 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者に交流

館の管理を行わせることができることとし、その際に必要な規定の読替え等に

ついて定めること。（第18条関係） 

⑻ 指定管理者に交流館の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めると

きは、指定管理者に交流館の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受さ

せることができることとし、その際に必要な規定の読替え等について定めるこ

と。（第19条関係） 

⑼ 交流館に調理室を設置し、使用料は１時間につき1,500円とすること。（別表

関係） 

⑽ その他所要の規定の整備を行うこと。 

 

２ 附則 

⑴ この条例は、令和３年７月５日から施行すること。（附則第１項関係） 

⑵ 改正前の条例の規定によりなされた許可、処分その他の行為は、改正後の条

例の相当規定によりなされたものとみなすこと。（附則第２項関係） 
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豊
岡
市
立
ま
ち
な
か
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）
 

（
職
員
）
 

第
４
条
 
交
流
館
の
管
理
は
、
指
定
管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67

号
）
第
24

4条
の
２
第
３
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

行
わ
せ
る
。
 

第
４
条
 
交
流
館
に
、
館
長
そ
の
他
職
員
を
置
く
。
 

２
 
指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
の
範
囲
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 

⑴
 
前
条
第
１
項
各
号
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
業
務
 

 

⑵
 
交
流
館
の
使
用
及
び
そ
の
制
限
に
関
す
る
業
務
 

 

⑶
 
交
流
館
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
 

 

⑷
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
業
務
 

 

（
休
館
日
）
 

（
休
館
日
）
 

第
５
条
 
交
流
館
の
休
館
日
は
、
施
設
の
改
修
等
の
理
由
に
よ
り
指
定
管
理
者
が
市

長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
日
と
す
る
。
 

第
５
条
 
市
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
に
休
館
し
、
又
は

休
館
日
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
開
館
時
間
）
 

（
開
館
時
間
）
 

第
６
条
 
交
流
館
の
開
館
時
間
は
、
別
表
第
１
の
と
お
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
と
す
る
。
た
だ
し
、
指
定
管

理
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
市
長
の
承
認
を
得
て
そ
の
時
間

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
６
条
 
交
流
館
の
開
館
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後

10
時
ま
で
（
宿
泊
室
に
あ

っ
て
は
、
午
後
３
時
か
ら
翌
日
の
午
前
1
1時

ま
で
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
長
 

 
 
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
の
時
間

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
使
用
の
許
可
）
 

（
使
用
の
許
可
）
 

第
７
条
 
別
表
第
２
に
掲
げ
る
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
管
理
者
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
７
条
 
別
表
 
 
に
掲
げ
る
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
市
長
 
 
 
の

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
許
可
に
交
流
館
の
管
理
上
必
要
な
条
件
を
付
し
、
又

２
 
市
長
 
 
 
は
、
前
項
の
許
可
に
交
流
館
の
管
理
上
必
要
な
条
件
を
付
し
、
又
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は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

は
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
許
可
の
基
準
）
 

（
許
可
の
基
準
）
 

第
８
条
 
指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第

１
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

第
８
条
 
市
長
 
 
 
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
前
条
第

１
項
の
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
略
 

⑴
～
⑶
 
略
 

⑷
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
管
理
者
が
そ
の
使
用
を
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
。
 

⑷
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
 
 
 
が
そ
の
使
用
を
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
。
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
交
流
館
の
管
理
上
又
は
公
益
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
前
条
第
１
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
 
 
 
は
、
交
流
館
の
管
理
上
又
は
公
益
上
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
前
条
第
１
項
の
許
可
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
特
別
の
設
備
の
設
置
等
）
 

（
特
別
の
設
備
の
設
置
等
）
 

第
10
条
 
使
用
者
は
、
特
別
の
設
備
若
し
く
は
器
具
を
設
置
し
、
若
し
く
は
使
用
し
、

又
は
施
設
の
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
10
条
 
使
用
者
は
、
特
別
の
設
備
若
し
く
は
器
具
を
設
置
し
、
若
し
く
は
使
用
し
、

又
は
施
設
の
現
状
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
市
長
 
 
 
の
許
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
許
可
の
取
消
し
等
）
 

（
許
可
の
取
消
し
等
）
 

第
11
条
 
指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可
を

取
り
消
し
、
又
は
施
設
の
使
用
の
制
限
を
し
、
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

第
11
条
 
市
長
 
 
 
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
許
可
を

取
り
消
し
、
又
は
施
設
の
使
用
の
制
限
を
し
、
若
し
く
は
使
用
の
停
止
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
～
⑸
 
略
 

⑴
～
⑸
 
略
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
交
流
館
の
管
理
上
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ

た
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
 
 
 
は
、
交
流
館
の
管
理
上
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必
要
が
生
じ

た
と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
、
前
項
に
規
定
す
る
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
利
用
料
金
）
 

（
使
用
料
の
徴
収
）
 

第
12
条
 
交
流
館
の
指
定
管
理
者
に
、
交
流
館
の
使
用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用

料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し
て
収
受
さ
せ
る
。
 

第
1
2条

 
市
長
は
、
第
７
条
第
１
項
の
許
可
を
受
け
て
す
る
施
設
の
使
用
に
つ
き
、

使
用
者
か
ら
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
徴
収
す
る
。
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２
 
別
表
第
２
に
掲
げ
る
施
設
の
使
用
者
は
、
同
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い

て
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
承
認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
額
の
利
用
料
金
を
指

定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
使
用
料
は
、
施
設
の
使
用
を
許
可
す
る
と
き
に
、
一
括
し
て
徴
収
す
る
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
市
長
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
納
付
す

べ
き
期
限
を
別
に
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
市
長
は
、
前
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
利
用
料
金
の
額
を

告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 

４
 
指
定
管
理
者
は
、
市
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
利
用
料
金
を
減

額
し
、
若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

 

 
（
使
用
料
の
減
免
）
 

 
第
1
2条

の
２
 
市
長
は
、
公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
に
よ

り
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
（
使
用
料
の
不
還
付
）
 

 
第
12
条
の
３
 
使
用
料
で
既
に
納
め
た
も
の
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
第
1
1条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
市
長
が
交
流
館
の
管
理
上
又
は
公
益
上
や
む
を
得
な
い
必

要
が
生
じ
た
と
し
て
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
処
分
を
し
た
と
き
、
そ
の
他
市
長

が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部

を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
入
館
の
制
限
等
）
 

（
入
館
の
制
限
等
）
 

第
13
条
 
指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
交
流

館
へ
の
入
館
を
拒
絶
し
、
又
は
交
流
館
か
ら
の
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
13
条
 
市
長
 
 
 
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
交
流

館
へ
の
入
館
を
拒
絶
し
、
又
は
交
流
館
か
ら
の
退
館
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

⑴
～
⑷
 
略
 

⑴
～
⑷
 
略
 

（
立
入
り
等
）
 

（
立
入
り
等
）
 

第
15
条
 
指
定
管
理
者
は
、
交
流
館
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許

可
を
し
た
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
を
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る

第
15
条
 
市
長
 
 
 
は
、
交
流
館
の
管
理
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
許

可
を
し
た
場
所
に
立
ち
入
り
、
関
係
者
に
質
問
を
し
、
又
は
必
要
な
指
示
を
す
る
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こ
と
が
で
き
る
。
 

こ
と
が
で
き
る
。
 

（
原
状
回
復
の
義
務
）
 

（
原
状
回
復
の
義
務
）
 

第
16
条
 
略
 

第
16
条
 
略
 

２
 
指
定
管
理
者
は
、
使
用
者
が
前
項
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
原
状

回
復
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
市
長
 
 
 
は
、
使
用
者
が
前
項
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
原
状

回
復
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
が
指
定
管
理
者
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
、

指
定
管
理
者
は
、
原
状
回
復
に
必
要
な
費
用
を
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
も
の
と
す

る
。
 

３
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
者
が
市
長
 
 
 
の
指
示
に
従
わ
な
い
と
き
は
、

市
長

 
 
 
は
、
原
状
回
復
に
必
要
な
費
用
を
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 
（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

 

 
第
18
条
 
市
長
は
、
交
流
館
の
管
理
運
営
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定

管
理
者
（
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2年

法
律
第
6
7号

）
第
2
44
条
の
２
第
３
項
に
規
定

す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
交
流
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
交
流
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
の
当
該

指
定
管
理
者
が
行
う
業
務
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
⑴

 
第
３
条
第
１
項
各
号
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
業
務
 

 
⑵

 
交
流
館
の
使
用
及
び
そ
の
制
限
に
関
す
る
業
務
 

 
⑶

 
交
流
館
の
維
持
管
理
に
関
す
る
業
務
 

 
⑷

 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
が
定
め
る
業
務
 

 
３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
交
流
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お

い
て
、
第
５
条
か
ら
第
８
条
ま
で
、
第

1
0条

第
１
項
、
第

11
条
、
第
1
3条

、
第
1
5

条
並
び
に
第

16
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
５
条
及

び
第
６
条
中
「
市
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
あ
る
の
は
「
指

定
管
理
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
市
長
の
承
認
を
得
て
」
と
、
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第
７
条
、
第
８
条
、
第

1
0条

第
１
項
、
第
1
1条

、
第

1
3条

、
第
1
5条

並
び
に
第
1
6

条
第
２
項
及
び
第
３
項
中
「
市
長
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
管
理
者
」
と
す
る
。
 

 
４
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
交
流
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
第
４
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
 

 
（
利
用
料
金
）
 

 
第
1
9条

 
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
管
理
者
に
交
流
館
の
管
理
を
行
わ
せ
る

場
合
に
お
い
て
、
市
長
が
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
管
理
者
に
交
流
館
の
使

用
に
係
る
料
金
（
以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
を
指
定
管
理
者
の
収
入
と
し

て
収
受
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
２
 
第
12
条
か
ら
第
12
条
の
３
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
の
規
定
に
よ
り

利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
に
掲
げ
る
施

設
の
使
用
者
は
、
同
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
承

認
を
得
て
指
定
管
理
者
が
定
め
る
額
の
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
は
、
規
則
で
定
め
る
場
合

の
ほ
か
、
市
長
の
承
認
を
得
て
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
用
料
金
を
減
額
し
、

若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
を
指
定
管
理
者
に
収
受
さ
せ
る
場
合
に
お
い

て
、
別
表
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
中
「
使
用
料
」
と
あ
る
の
は
、
「
利

用
料
金
の
限
度
額
」
と
す
る
。

 

 
４
 
市
長
は
、
第
２
項
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
当
該
利
用
料
金
の
額

を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

（
委
任
）
 

第
18
条
 
略
 

第
20
条
 
略
 

附
 
則
 

附
 
則
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（
施
行
期
日
）
 

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

10
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て

規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て

1
0月

を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規

則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
指
定
管
理
者
不
在
等
期
間
に
お
け
る
交
流
館
の
管
理
に
関
す
る
業
務
）
 

 

２
 
市
長
が
指
定
管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
業
務
の
停
止
を
命
じ
た

場
合
は
、
そ
の
時
（
以
下
「
指
定
管
理
者
不
在
等
開
始
時
」
と
い
う
。
）
か
ら
そ

の
直
後
に
指
定
管
理
者
を
指
定
し
、
又
は
当
該
停
止
の
期
間
が
満
了
す
る
時
ま
で

の
間
（
以
下
「
指
定
管
理
者
不
在
等
期
間
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
第
５
条
、
第

６
条
、
第
７
条
、
第
８
条
、
第
10
条
第
１
項
、
第

11
条
、
第
13
条
、
第
15
条
並
び

に
第
16
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
５
条
中
「
指
定

管
理
者
が
市
長
の
承
認
を
得
て
」
と
あ
る
の
は
「
市
長
が
」
と
、
第
６
条
中
「
指

定
管
理
者
」
と
あ
る
の
は
「
市
長
」
と
、
「
市
長
の
承
認
を
得
て
そ
の
時
間
」
と

あ
る
の
は
「
そ
の
時
間
」
と
、
第
７
条
、
第
８
条
、
第

10
条
第
１
項
、
第
11
条
、

第
13
条
、
第
15
条
並
び
に
第
16
条
第
２
項
及
び
第
３
項
中
「
指
定
管
理
者
」
と
あ

る
の
は
「
市
長
」
と
す
る
。
 

 

（
指
定
管
理
者
不
在
等
期
間
の
使
用
料
）
 

 

３
 
市
長
は
、
指
定
管
理
者
不
在
等
期
間
に
お
い
て
は
、
指
定
管
理
者
不
在
等
開
始

時
の
直
前
の
第
12
条
第
２
項
の
承
認
に
係
る
利
用
料
金
の
額
を
使
用
料
と
し
て
、

使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

４
 
前
項
の
使
用
料
は
、
指
定
管
理
者
不
在
等
開
始
時
の
直
前
の
第
12
条
第
４
項
の

基
準
に
よ
り
減
額
し
、
若
し
く
は
免
除
し
、
又
は
そ
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
還

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

別
表
第
１
（
第
６
条
関
係
）
 

別
表
（
第
７
条
、
第

1
2条

関
係
）
 

区
分
 

開
館
時
間
 

１
 
宿
泊
室
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宿
泊
室
 

午
後
３
時
か
ら
翌
日
の
午
前
11
時
ま
で
 

宿
泊
室
以
外
 地

上
階
 

午
前
９
時
か
ら
午
後

10
時
ま
で
 

地
下
階
 

午
後
５
時
か
ら
午
後

12
時
ま
で
 

 

施
設
 

単
位
 

使
用
料
 

客
室
 

１
人
１
泊
 

3
0
,
0
0
0円

 

備
考

 
食
事
料
は
、
上
記
料
金
に
含
ま
な
い
。
 

 
２
 
調
理
室
 

 
施
設
 

使
用
料
 

調
理
室
 

１
時
間
に
つ
き
1
,5
0
0円

 
 

 
備
考

 
冷
暖
房
を
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
額
の
５
割
に
相
当
す

る
額
を
加
算
す
る
。
 

 
３
 
多
目
的
室
及
び
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
 

 
施
設
 

使
用
料
 

午
前
９
時
か
ら
午

後
零
時
ま
で
 

午
後
１
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で
 

午
後

６
時

か
ら

午
後
1
0時

ま
で
 

多
目
的
室
 

4
,
3
0
0円

 
5
,
8
0
0円

 
6
,
5
0
0円

 

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
 

4
,
5
0
0円

 
6
,
0
0
0円

 
6
,
8
0
0円

 
 

 
備
考

 
冷
暖
房
を
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
額
の
５

割
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。
 

別
表
第
２
（
第
７
条
、
第

12
条
関
係
）
 

 

⑴
 
宿
泊
室
 

 

施
設
 

単
位
 

利
用
料
金
の
限
度
額
 

客
室
 

１
人
１
泊
 

30
,0
00
円
 

 

 

備
考
 
上
記
料
金
に
食
事
料
は
含
ま
な
い
。
 

 

⑵
 
宿
泊
室
以
外
 

 

施
設
 

利
用
料
金
の
限
度
額
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午
前
９
時
か
ら
午

後
零
時
ま
で
 

午
後
１
時
か
ら
午

後
５
時
ま
で
 

午
後
６
時
か
ら
午

後
10
時
ま
で
 

多
目
的
室
 

4,
30
0円

 
5,
80
0円

 
6,
50
0円

 

レ
セ
プ
シ
ョ
ン
ル
ー
ム
 

4,
50
0円

 
6,
00
0円

 
6,
80
0円

 
 備
考
 
冷
暖
房
を
使
用
す
る
場
合
は
、
こ
の
表
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
額
の
５

割
に
相
当
す
る
額
を
加
算
す
る
。
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第66号議案 

 

   豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例制定について 

 

 豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例を次のように定める。 

 

  令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 豊岡市立玄武洞公園を設置するため。 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例 

 

（設置） 

第１条 豊岡市都市公園である玄武洞公園のうち玄武洞、青龍洞、白虎洞、北朱雀

洞及び南朱雀洞（以下「玄武洞等」という。）を保存し、その景観を住民及び来訪

者の観覧の用に供し、並びにその資源を活用した地域活性化を図るため、豊岡市

立玄武洞公園（以下「玄武洞公園」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 玄武洞公園の位置は、豊岡市赤石1347番地とする。 

（事業） 

第３条 玄武洞公園は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を

行う。 

⑴ 玄武洞公園の保存及び活用に関すること。 

⑵ 玄武洞公園に関する資料等の展示に関すること。 

⑶ 玄武洞公園の観覧に関すること。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、玄武洞公園の目的を達成するために必要な事業 

２ 市長は、玄武洞公園を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目

的以外の目的のために使用させることができる。 

（職員） 

第４条 玄武洞公園に、園長その他職員を置く。 

（休園日） 

第５条 玄武洞公園の休園日は、12月29日から翌年の１月３日までとする。ただし、

市長は、特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時の休園日を

定めることができる。 

（開園時間） 

第６条 玄武洞公園の開園時間は、午前９時から午後５時までとし、午後４時30分

以降は観覧のための入園はできない。ただし、市長は、特に必要があると認める

ときは、その時間を変更することができる。 

（観覧料の徴収） 

第７条 市長は、玄武洞等を観覧施設により観覧しようとする者から、別表に定め

る観覧料を徴収する。 

２ 観覧料は、玄武洞等の観覧を許可するときに、一括して徴収するものとする。

ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指

定することができる。 
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（観覧料の減免） 

第８条 市長は、公益上特に必要があると認められるときは、前条第１項の観覧料

を減額し、又は免除することができる。 

（観覧料の不還付） 

第９条 観覧料で既に納めたものは、還付しない。ただし、次条第２項の規定によ

り市長が玄武洞公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第

１項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、

申請により、その全部又は一部を還付することができる。 

（入園の制限等） 

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、玄武洞公園への入園を

拒絶し、又は玄武洞公園からの退園を命ずることができる。 

 ⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者 

 ⑵ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物

の類を携帯する者 

 ⑶ 建物、器具、備品等（以下「建物等」という。）を汚損し、損傷し、又は滅失

させるおそれがある者 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、玄武洞公園の管理上必要な指示に従わない者 

２ 市長は、玄武洞公園の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、入 

園者に対し、前項に規定する処分をすることができる。 

（行為の禁止） 

第11条 何人も、玄武洞公園内において、玄武洞公園の管理上支障がある行為をし

てはならない。 

（質問及び指示） 

第12条 市長は、玄武洞公園の管理上必要があると認めるときは、入園者に質問を

し、又は必要な指示をすることができる。 

（損害の賠償等） 

第13条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又

はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認

められるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。 

（指定管理者による管理） 

第14条 市長は、玄武洞公園の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者

（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者を

いう。以下同じ。）に玄武洞公園の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に玄武洞公園の管理を行わせる場合の業務は、次

のとおりとする。 

 ⑴ 第３条第１項各号に規定する事業に係る業務 
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 ⑵ 玄武洞公園の入園及びその制限に関する業務 

 ⑶ 玄武洞公園の維持管理に関する業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に玄武洞公園の管理を行わせる場合において、

第５条、第６条、第10条及び第12条の規定の適用については、第５条及び第６条

中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に

必要があると認めるときは市長の承認を得て」と、第10条及び第12条中「市長」

とあるのは「指定管理者」とする。 

４ 第１項の規定により指定管理者に玄武洞公園の管理を行わせる場合においては、

第４条の規定は適用しない。 

 （利用料金） 

第15条 前条第１項の規定により指定管理者に玄武洞公園の管理を行わせる場合に

おいて、市長が適当と認めるときは、指定管理者に玄武洞公園の観覧に係る料金

（以下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 第７条から第９条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定

管理者に収受させる場合においては、玄武洞公園を観覧しようとする者は、別表

に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額

の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管

理者は、規則で定める場合のほか、市長の承諾を得て定める基準に基づき、利用

料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することがで

きる。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の

規定の適用については、同表中「観覧料」とあるのは、「利用料金の限度額」とす

る。 

４ 市長は、第２項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示する

ものとする。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して18月を超えない範囲内において規則で定め

る日から施行する。 

（豊岡市都市公園条例の一部改正） 

２ 豊岡市都市公園条例（平成17年豊岡市条例第146号）の一部を次のように改正す 

る。 

  別表第１中央公園の項の次に次のように加える。 
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玄武洞公園 豊岡市立玄武洞公園のうち玄武洞、青龍洞、白虎洞、北

朱雀洞及び南朱雀洞の観覧施設 

別表（第７条関係） 

観覧料 

区分 個人 
20名以上の団体 

（１人１回につき） 

大人 500円 400円 

学生 300円 240円 

 備考 

  １ 「大人」とは、高等学校に就学できる年齢以上の者（学生を除く。）を

いう。 

  ２ 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒

をいう。 
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豊岡市立玄武洞公園の設置及び管理に関する条例案要綱 

 

１ 設置 

  豊岡市都市公園である玄武洞公園のうち玄武洞、青龍洞、白虎洞、北朱雀洞及

び南朱雀洞（以下「玄武洞等」という。）を保存し、その景観を住民及び来訪者の

観覧の用に供し、並びにその資源を活用した地域活性化を図るため、豊岡市立玄

武洞公園（以下「玄武洞公園」という。）を設置すること。（第１条関係） 

２ 位置 

 玄武洞公園の位置は、豊岡市赤石1347番地とすること。（第２条関係） 

３ 事業 

  玄武洞公園の事業は、玄武洞公園の保存及び活用、玄武洞公園に関する資料等

の展示並びに公園の観覧に関すること等とすること。（第３条関係） 

４ 職員 

  玄武洞公園に、園長その他職員を置くこと。（第４条関係） 

５ 休園日 

  玄武洞公園の休園日は、12月29日から翌年の１月３日までとすること。（第５条

関係） 

６ 開園時間 

  玄武洞公園の開園時間は、午前９時から午後５時までとし、午後４時30分以降

は観覧のための入園はできないとすること。（第６条関係） 

７ 観覧料の徴収 

  市長は、玄武洞等を観覧施設により観覧しようとする者から、観覧料を徴収す

ること。（第７条関係） 

８ 観覧料の減免 

  市長は、公益上特に必要があると認められるときは、観覧料を減額し、又は免

除できること。（第８条関係） 

９ 観覧料の不還付 

  観覧料で既に納めたものは、還付しないこと。ただし、市長は玄武洞公園の管

理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとき等は、その全部又は一部を還付す

ることができること。（第９条関係） 

10 入園の制限等 

  市長は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者等に対し、玄武洞公

園への入園を拒絶し、又は玄武洞公園からの退園を命ずることができること。（第

10条関係） 

11 行為の禁止等 

 何人も、玄武洞公園内において、玄武洞公園の管理上支障がある行為をしては
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ならず、市長は、必要があると認めるときは、入園者に質問をし、又は必要な指

示をすることができること。（第11条、第12条関係） 

12 損害の賠償等 

  玄武洞公園内の建物等を汚損等した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠

償しなければならないこと。（第13条関係） 

13 指定管理者による管理 

  玄武洞公園の管理は、指定管理者に行わせることができ、その業務は、玄武洞

公園の入園及びその制限に関する業務等とすること。（第14条関係） 

14 利用料金 

  玄武洞公園の指定管理者に、玄武洞公園の利用料金を指定管理者の収入として

収受させることができること。また、玄武洞公園を観覧しようとする者は、あら

かじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わ

なければならないこと。（第15条関係） 

15 委任 

  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めること。（第16条関係） 

16 附則 

⑴ この条例は、公布の日から起算して18月を超えない範囲内において規則で定

める日から施行すること。（附則第１項関係） 

⑵ この条例の施行に伴い、豊岡市都市公園条例の一部を改正し、有料公園施設

に玄武洞公園のうち豊岡市立玄武洞公園の玄武洞等の観覧施設を加えること。

（附則第２項関係） 
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第67号議案 

 

豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例制定につい

て 

 

豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例を次のように定める。 

 

令和３年６月４日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 道の駅「神鍋高原」に、神鍋温泉ゆとろぎ及び日高農林漁業体験実習館を統合し、

一体的な施設の管理及び利活用を行うため。 
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豊岡市条例第   号 

 

   豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例 

 

 豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例（平成17年豊岡市条例

第134号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 地域資源を活用し、住民及び来訪者の交流の用に供するとともに、休憩及

び温浴の場を提供し、もって地域の活性化に資するため、道の駅「神鍋高原」（以

下「道の駅」という。）を設置する。 

 （名称及び位置） 

第２条 道の駅の施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。 

名称 位置 

道の駅本館  

道の駅実習館 豊岡市日高町栗栖野59番地の13 

神鍋温泉ゆとろぎ  

 （事業） 

第３条 道の駅は、第１条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

⑴ 住民及び来訪者の交流の促進に関すること。 

⑵ 休憩施設及び温浴施設の提供に関すること。 

⑶ 道路、観光及び地域の情報の発信に関すること。 

⑷ 地域の農林水産物、特産品等の販売及び飲食に関すること。 

⑸ 郷土伝統工芸、農林水産業等の実習体験に関すること。 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、道の駅の目的を達成するために必要な事業 

２ 市長は、道の駅の施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その

目的以外の目的のために使用させることができる。 

（職員） 

第４条 道の駅に、館長その他職員を置く。 

 （休館日） 

第５条 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を定

めることができる。 

（開館時間） 

第６条 道の駅の開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長は、特に必要

があると認めるときは、その時間を変更することができる。 

施設 開館時間 
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道の駅本館 午前９時から午後７時まで 

道の駅実習館 午前９時から午後９時まで 

神鍋温泉ゆとろぎ 午前11時から午後９時まで 

 （使用の許可） 

第７条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。 

２ 市長は、前項の許可に道の駅の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更する

ことができる。 

 （許可の基準） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の許可をして

はならない。 

 ⑴ 道の駅の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。 

 ⑵ 道の駅の使用が建物、器具、備品等（以下「建物等」という。）を汚損し、損

傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。 

 ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用す

ると認めるとき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。 

２ 市長は、道の駅の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第１項の

許可をしないことができる。 

 （使用権の譲渡等の禁止） 

第９条 第７条第１項の規定により道の駅の使用の許可を受けた者（以下「使用者」

という。）は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

 （特別の設備の設置等） 

第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設

の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。 

２ 第７条第２項及び第８条の規定は、前項の許可について準用する。 

 （許可の取消し等） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施

設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。 

⑴ 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示

に違反したとき。 

 ⑵ 使用者が、許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。 

 ⑶ 使用者が、許可に付した条件に違反したとき。 

 ⑷ 使用者が、詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。 
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 ⑸ 第８条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

２ 市長は、道の駅の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者

に対し、前項に規定する処分をすることができる。 

 （使用料の徴収） 

第12条 市長は、第７条第１項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、

別表に定める使用料を徴収する。 

２ 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただ

し、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定す

ることができる。 

 （使用料の減免） 

第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減

額し、又は免除することができる。 

 （使用料の不還付） 

第14条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第11条第２項の規定に

より市長が道の駅の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第１

項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、

申請により、その全部又は一部を還付することができる。 

 （入館の制限等） 

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、道の駅の施設への入館

を拒絶し、又は道の駅からの退館を命ずることができる。 

⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者 

 ⑵ 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物

の類を携帯する者 

 ⑶ 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、道の駅の管理上必要な指示に従わない者 

 （行為の禁止） 

第16条 何人も、道の駅内において、道の駅の管理上支障がある行為をしてはなら

ない。 

 （立入り等） 

第17条 市長は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立

ち入り、関係者に質問をし、又は必要な事項を指示することができる。 

（原状回復の義務） 

第18条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第７条第１項の許可を取り消

されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。 

２ 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置

を採るべきことを命ずることができる。 
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３ 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回

復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。 

 （損害の賠償等） 

第19条 道の駅の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回

復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情が

あると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。 

 （指定管理者による管理） 

第20条 市長は、道の駅の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。

以下同じ。）に道の駅の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の当該指定管理者

が行う業務は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 第３条第１項各号に掲げる事業に係る業務 

 ⑵ 道の駅の使用及びその制限に関する業務 

 ⑶ 道の駅の維持管理に関する業務 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合において、第５

条から第８条まで、第10条第１項、第11条、第15条、第17条並びに第18条第２項

及び第３項の規定の適用については、第５条及び第６条中「市長は、特に必要が

あると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるとき

は市長の承認を得て」と、第７条、第８条、第10条第１項、第11条、第15条、第

17条並びに第18条第２項及び第３項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。 

４ 第１項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合においては、第

４条の規定は適用しない。 

 （利用料金） 

第21条 前条第１項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合におい

て、市長が適当と認めるときは、指定管理者に道の駅の使用に係る料金（以下「利

用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 第12条から第14条までの規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定

管理者に収受させる場合においては、別表の施設の使用者は、当該表に定める額

の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金

を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、規

則で定める場合のほか、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額

し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。 
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３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合において、別表の

規定の適用については、同表中「使用料」とあるのは、「利用料金の限度額」とす

る。 

４ 市長は、第２項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示する

ものとする。 

（委任） 

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例の廃止） 

２ 豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例（平成17年豊岡

市条例第117号）は、廃止する。 

 （豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎの設置及び管理に関する条例の廃止） 

３ 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎの設置及び管理に関する条例（平成25年豊岡市条例

第33号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

４ この条例の施行前に附則第２項の規定による廃止前の豊岡市立日高農林漁業体

験実習館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の

行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

別表（第７条、第12条関係） 

施設 使用区分 使用料 

道の駅実習館 地域資源活用研修室 １時間当たり 1,100円 

地域文化交流室 １時間当たり 1,100円 

神鍋温泉ゆとろぎ 大人 １人１回 800円 

 子ども １人１回 500円 

備考  

１ 「大人」とは、中学校に就学する年齢以上の者をいう。 

２ 「子ども」とは、３歳以上で大人以外の者をいう。 
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豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例案要綱 

 

１ 設置 

 地域資源を活用し、住民及び来訪者の交流の用に供するとともに、休憩及び温

浴の場を提供し、もって地域の活性化に資するため、道の駅「神鍋高原」（以下「道

の駅」という。）を設置すること。（第１条関係） 

２ 名称及び位置  

  道の駅の施設の名称は、本館、実習館及び神鍋温泉ゆとろぎとし、位置は、豊

岡市日高町栗栖野59番地の13とすること。（第２条関係） 

３ 事業 

  道の駅の事業は、住民及び来訪者の交流の促進、休憩施設及び温浴施設の提供、

道路、観光及び地域の情報の発信等に関すること。（第３条関係） 

４ 職員 

  館長その他職員を置くこと。（第４条関係） 

５ 休館日 

市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日を定める

こと。（第５条関係） 

６ 開館時間 

道の駅の開館時間は、道の駅本館は午前９時から午後７時まで、道の駅実習館

は午前９時から午後９時まで、神鍋温泉ゆとろぎは午前11時から午後９時までと

すること。（第６条関係） 

７ 使用の許可 

  道の駅の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならないこ

と。（第７条関係） 

８ 許可の基準 

  市長は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき等は、使

用の許可をしてはならないこと。（第８条関係） 

９ 使用権の譲渡等の禁止 

道の駅の使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならな

いこと。（第９条関係） 

10 特別の設備の設置等 

 使用者は、道の駅に特別の設備や器具を設置しようとするとき等は、市長の許

可を受けなければならないこと。（第10条関係） 

11 許可の取消し等 

市長は、使用者が条例に違反したとき等においては、許可の取消し等ができる

こと。（第11条関係） 
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12 使用料の徴収 

  市長は、道の駅の使用者から使用料を徴収すること。（第12条、別表関係） 

13 使用料の減免 

市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができること。（第13条関係） 

14 使用料の不還付 

道の駅の管理上又は公益上やむを得ない必要等が生じたと認めるとき以外は、

既に納めた使用料は還付しないこと。（第14条関係） 

15 入館の制限等 

市長は、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者等に対し、道の駅へ

の入館を拒絶し、又は退館を命ずることができること。（第15条関係） 

16  行為の禁止 

何人も、道の駅で管理上支障がある行為をしてはならないこと。（第16条関係） 

17  立入り等 

市長は、道の駅の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入

り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができること。（第17条関係） 

18 原状回復の義務 

使用者は、道の駅の施設の使用を終了したとき、又は許可を取り消されたとき

は、直ちに施設を原状に回復しなければならないこと。（第18条関係） 

19  損害の賠償等 

道の駅の建物等を汚損等させた者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しな

ければならないこと。（第19条関係） 

20 指定管理者による管理 

市長は、道の駅の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者に道の駅

の管理を行わせることができることとし、その際に必要な規定の読替え等につい

て定めること。（第20条関係） 

21 利用料金 

指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合において、市長が適当と認めるとき

は、指定管理者に道の駅の使用に係る料金を指定管理者の収入として収受させる

ことができることとし、その際に必要な規定の読替え等について定めること。（第

21条関係） 

22  委任 

この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めること。（第22条関係） 

23 附則 

⑴ この条例は、令和４年４月１日から施行すること。（附則第１項関係） 

⑵ 豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例（平成17年豊
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岡市条例第117号）は、廃止すること。（附則第２項関係） 

⑶ 豊岡市立神鍋温泉ゆとろぎの設置及び管理に関する条例（平成25年豊岡市条

例第33号）は、廃止すること。（附則第３項関係） 

⑷ この条例の施行前に附則第２項の規定による廃止前の豊岡市立日高農林漁

業体験実習館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすこと。（附則第

４項関係） 
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第68号議案 

 

高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例の一部を改正する条例制 

定について 

 

高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

令和３年６月４日提出 

 

                        豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（理由） 

 定義の公社造林について、「公益社団法人兵庫みどり公社」を「公益社団法人ひょ

うご農林機構」に改めるため。 

-151-



 

-152-



豊岡市条例第   号 

 

   高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例の一部を改正する条例 

 

 高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例（平成17年豊岡市条例第208号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第６号中「公益社団法人兵庫みどり公社」を「公益社団法人ひょうご農林

機構」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

-153-



   高橋財産区伐採交付金等の交付に関する条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

定義の公社造林について、「公益社団法人兵庫みどり公社」を「公益社団法人

ひょうご農林機構」に改めること。（第２条関係） 

 

２ 附則 

 この条例は、公布の日から施行すること。 
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        令和３年６月４日提出 

 

 

                    豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

第69号議案 

 

令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第７号） 

 

 

 令和３年度豊岡市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180,088千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ49,040,898千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加及び変更は、「第２表債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 
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追　　加 （単位　千円）

変　　更 （単位　千円）

補 正 後 補 正 前 補 正 後

高機能消防指令センター
保 守 点 検 業 務

同　左 68,200 61,160

68,200 61,160計

令和４年度から
令和８年度まで

事 項
期　　　間 限 度 額

補 正 前

竹 野 中 央 公 園 指 定 管 理 料
令和４年度から
令和８年度まで

11,500

植 村 直 己 記 念 ス ポ ー ツ 公 園
指 定 管 理 料

令和４年度から
令和８年度まで

49,000

豊かな海づくり資金利子補給事業
（ 令 和 ３ 年 度 事 業 分 ）

令和４年度から
令和10年度まで

2,308

31,500

計 1,808,325

豊 岡 市 民 体 育 館 指 定 管 理 料
令和４年度から
令和８年度まで

13,000

豊 岡 総 合 体 育 館 指 定 管 理 料
令和４年度から
令和８年度まで

45,000

日 高 文 化 体 育 館 指 定 管 理 料
令和４年度から
令和８年度まで

75,000

但 東 中 央 体 育 館 指 定 管 理 料
令和４年度から
令和８年度まで

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事 項 期 間 限 度 額

竹 野 海 洋 セ ン タ ー 指 定 管 理 料
令和４年度から
令和８年度まで

61,000

但 東 ス ポ ー ツ 公 園 指 定 管 理 料

60,600

道の駅「神鍋高原」指定管理料
令和４年度から
令和８年度まで

17,050

令和４年度から
令和８年度まで

19,000

美しい村づくり資金利子補給事業
（ 令 和 ３ 年 度 事 業 分 ）

令和４年度から
令和10年度まで

1,427

日 高 東 部 健 康 福 祉 セ ン タ ー
指 定 管 理 料

令和４年度から
令和８年度まで

149,590

竹野多目的屋内運動広場指定管理料

学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 等 業 務
令和４年度から
令和８年度まで

1,237,600

5,500

豊岡市民グラウンド指定管理料
令和４年度から
令和８年度まで

28,500

こうのとりスタジアム指定管理料
令和４年度から
令和８年度まで

令和４年度から
令和８年度まで

750

玄 武 洞 公 園 指 定 管 理 料
令和４年度から
令和６年度まで
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変　　　更

土 地 改 良 事 業 費

〔 ふ る さ と 農 道 〕

土 木 管 理 事 業 費

〔 宮 島 排 水 ポ ン プ 〕

道 路 整 備 事 業 費

〔 風 早 線 〕

橋 り ょ う 整 備 事 業 費

〔 栃 江 橋 〕

〔 橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 〕

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 費

〔 日 高 小 学 校 夜 間 照 明 〕

〔 出 石 海 洋 セ ン タ ー 〕

過 疎 対 策 事 業 費
（過疎地域自立促進特別事業分）

計 4,910,900 4,914,000

145,100 144,500

〔 19,200 〕 〔 15,600 〕

〔 32,000 〕 〔 0 〕

〔 127,200 〕 〔 130,100 〕

79,600 44,000

326,600 330,500

〔 93,000 〕 〔 94,000 〕

201,700 196,600

〔 15,000 〕 〔 9,900 〕

11,300 50,100

〔 0 〕 〔 38,800 〕

81,300 83,000

〔 0 〕 〔 1,700 〕

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

（単位  千円）

第 ３ 表　　地 方 債 補 正
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令 和 ３ 年 度 豊 岡 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 ７ 号 ） に 関 す る 説 明 書
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　　地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

　　及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

補正前の額 補 正 額 補正後の額

35,266,845 32,900,442 △ 453,600 32,446,842

（４） 農 林 水 産 1,045,582 1,007,494 △ 11,200 996,294

（６） 土 木 7,478,743 7,339,694 △ 251,700 7,087,994

（７） 消 防 3,308,291 3,535,437 △ 5,000 3,530,437

（８） 教 育 8,846,928 8,498,427 △ 185,700 8,312,727

16,330,391 16,217,266 16,217,266

（５）
過 疎 対 策 事 業 債
（過疎地域自立促進特別事業分）

440,400 436,868 436,868

51,925,386 49,439,756 △ 453,600 48,986,156

区　　　　　分
前 前 年 度末
現 在 高

前 年 度 末 現 在 高 見 込 額

３．そ   の   他   債

１．普     通     債

合　　　　　計
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(単位 千円)

補正前の額 補 正 額 補正後の額 補正前の額 補 正 額 補正後の額

3,155,800 453,400 3,609,200 5,147,515 30,908,727 △ 200 30,908,527

104,400 12,900 117,300 101,304 1,010,590 1,700 1,012,290

1,204,200 289,300 1,493,500 1,110,191 7,433,703 37,600 7,471,303

651,300 5,000 656,300 548,651 3,638,086 3,638,086

415,800 146,200 562,000 1,434,634 7,479,593 △ 39,500 7,440,093

1,755,100 △ 600 1,754,500 1,502,669 16,469,697 △ 600 16,469,097

145,100 △ 600 144,500 150,532 431,436 △ 600 430,836

4,910,900 452,800 5,363,700 6,680,360 47,670,296 △ 800 47,669,496

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み
当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当該年度中
元金償還見
込 額
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　　歳入補正予算総括表

補正前の額 補　正　額 計

16 国 庫 支 出 金 5,357,339 40,220 5,397,559

17 県 支 出 金 3,137,398 24,122 3,161,520

20 繰 入 金 3,712,327 106,000 3,818,327

22 諸 収 入 1,599,468 6,646 1,606,114

23 市 債 4,910,900 3,100 4,914,000

48,860,810 180,088 49,040,898

款　　　　　名　　　　　称

歳　入　合　計
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（単位 千円）

文化芸術振興費 2,419 延長保育事業費 1,516

一時預かり事業費 2,000 保育環境改善等事業費 △ 9,224

防災・安全交付金 7,708 道路メンテナンス事業費 △ 5,794

学校保健特別対策事業費 14,745 地方創生臨時交付金 26,850

地域再生大作戦事業費 6,080 延長保育促進事業費 1,516

一時預かり事業費 2,000 法人化促進総合対策事業費 8,056

農地整備事業費 5,110 スクール・サポート・スタッフ配置事業費 840

道徳教育実践研究事業費 400 学習評価を通した授業改善研究事業費 120

財政調整基金繰入金 106,000

事業助成金 △ 22,400 返納金 348

保険金 28,698

土地改良事業債 1,700 土木管理事業債 38,800

道路整備事業債 △ 5,100 橋りょう整備事業債 3,900

保健体育施設整備事業債 △ 35,600
過疎対策事業債
（過疎地域自立促進特別事業分）

△ 600

主　な　内　容　
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　　歳出補正予算総括表

補正前の額 補　正　額 計

2 総 務 費 7,770,558 91,770 7,862,328

3 民 生 費 13,126,929 7,990 13,134,919

4 衛 生 費 4,666,209 28,853 4,695,062

6 農 林 水 産 業 費 1,702,747 17,994 1,720,741

8 土 木 費 5,679,637 54,571 5,734,208

9 消 防 費 2,309,121 1,302 2,310,423

10 教 育 費 4,342,862 △ 22,392 4,320,470

48,860,810 180,088 49,040,898

款　　　　　名　　　　　称

歳　出　合　計
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（単位 千円）

人件費 45 人事給与費 5,940

土地管理費 7,518 財産管理費 60,000

エコハウス管理費 520 行政情報化推進事業費 1,021

竹野振興局プロジェクト事業費 △ 600 地域コミュニティ推進事業費 6,436

Ｉターン推進事業費 1,000 観光事業費 310

観光まちづくり推進事業費 5,600 新規就農総合支援事業費 348

文化観光推進事業費 3,632

児童福祉総務費 840 子ども子育て支援交付金等事業費 7,150

予防接種事業費 28,698 診療所事業特別会計繰出金 155

農業振興事業費 136 法人化・高度化促進施設整備事業費 10,584

農業用施設管理費 7,000 水産業振興事業費 274

排水機樋門管理費 38,800 雪害対策事業費 9,835

交通安全施設整備事業費 5,936

災害対策事業費 1,302

人件費 840 道徳教育実践研究事業費 400

学校振興事業費 120 学校施設管理費（小） 30,088

学校運営事業費（中） 100 学校施設管理費（中） 8,260

出石海洋センター管理費 △ 65,000 城崎スポーツ広場管理費 2,800

主　な　内　容　
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　　歳出節別補正予算

（単位 千円）

1 報 酬 1,402,742 885 1,403,627

7 報 償 費 333,184 960 334,144

8 旅 費 88,053 136 88,189

10 需 用 費 1,665,376 10,505 1,675,881

11 役 務 費 395,185 6,231 401,416

12 委 託 料 3,898,615 27,980 3,926,595

13 使 用 料 及 び 賃 借 料 376,023 1,485 377,508

14 工 事 請 負 費 3,654,602 △ 10,568 3,644,034

17 備 品 購 入 費 262,541 27,987 290,528

18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 10,860,455 24,446 10,884,901

21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 22,883 88,698 111,581

22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 6,988,557 1,188 6,989,745

27 繰 出 金 2,739,618 155 2,739,773

48,860,810 180,088 49,040,898

計

歳　出　合　計

番号 節　別 補正前の額 補　正　額
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　　歳出性質別補正予算

（単位 千円）

1 人 件 費 8,549,614 885 8,550,499

2 物 件 費 5,788,467 64,335 5,852,802

3 維 持 補 修 費 206,986 9,885 216,871

5 補 助 費 等 11,266,021 104,708 11,370,729

(1) 負 担 金 ・ 寄 附 金 10,437,411 13,726 10,451,137

補 助 金 ・ 交 付 金

(2) そ の 他 828,610 90,982 919,592

6 普 通 建 設 事 業 費 5,155,662 120 5,155,782

(1) 補 助 事 業 費 1,960,858 22,000 1,982,858

(2) 単 独 事 業 費 3,194,804 △ 21,880 3,172,924

13 繰 出 金 2,739,618 155 2,739,773

48,860,810 180,088 49,040,898

計

歳　出　合　計

番号 性　質　別 補正前の額 補　正　額
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　　一般会計投資的経費一覧

（単位:千円）

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

農林水産 法人化・高度化促進施設整備事業費 10,584 8,056 2,528

業 費 農 業 用 施 設 管 理 費 7,000 5,110 1,700 190

17,584 13,166 1,700 2,718

土 木 費 排 水 機 樋 門 管 理 費 38,800 38,800

風 早 線 道 路 改 良 事 業 費 5,008 △ 5,100 92

橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 費 △ 4,712 2,900 1,812

栃 江 橋 整 備 事 業 費 △ 1,082 1,000 82

交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費 5,936 2,700 3,236

44,736 1,914 37,600 5,222

教 育 費 学 校 開 放 事 業 費 △ 3,600 4,000 △ 400

出 石 海 洋 セ ン タ ー 管 理 費 △ 65,000 △ 32,000 △ 29,400 △ 3,600

城 崎 ス ポ ー ツ 広 場 管 理 費 2,800 2,800

△ 62,200 △ 35,600 △ 25,400 △ 1,200

120 15,080 3,700 △ 25,400 6,740

一般財源

小　　　　計

＜普通建設事業＞

事　業　名 予算額
特　　　定　　　財　　　源

小　　　　計

小　　　　計

合　　　　計
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　　一般会計地方債の内訳

起債の種類 事　業　名 事業内容 予算計上額

公 共 事 業 等 債
（ 充 当 率 90% ） 土 地 改 良 事 業 ふるさと農道整備 1,700

橋 り ょ う 整 備 事 業 橋りょう長寿命化事業 59,900

61,600

合 併 特 例 事 業 債
（ 充 当 率 95% ） 橋 り ょ う 整 備 事 業 栃江橋整備 1,000

橋 り ょ う 整 備 事 業 橋りょう長寿命化事業 △ 59,100

△ 58,100

公 共 施 設 等 適 正
管 理 推 進 事 業 債

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 日高小学校夜間照明整備 △ 3,600

（ 充 当 率 90% ）
出石海洋センター整備 △ 32,000

△ 35,600

緊 急 自 然 災 害
防 止 対 策 債
（ 充 当 率 100% ）

土 木 管 理 事 業 宮島排水ポンプ整備 38,800

38,800

過 疎 対 策 事 業 債
（ 充 当 率 100% ）

道 路 整 備 事 業 風早線整備 △ 5,100

橋 り ょ う 整 備 事 業 橋りょう長寿命化事業 2,100

△ 3,000

△ 600

3,100

（単位：千円）

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

△ 600
（ 充 当 率 100% ）

小　　　　計

合　　　　計

小　　　　計

過 疎 対 策 事 業 債
（ 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 事 業 分 ）
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        令和３年６月４日提出 

 

 

                    豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

第70号議案 

 

令和３年度豊岡市介護保険事業特別会計補正予算(第１号) 

 

 

 令和３年度豊岡市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ650千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ9,864,619千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） に 関 す る 説 明 書

令 和 ３ 年 度 豊 岡 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
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        令和３年６月４日提出 

 

 

                    豊岡市長 関 貫 久 仁 郎 

 

 

 

 

 

 

第71号議案 

 

令和３年度豊岡市診療所事業特別会計補正予算(第１号) 

 

 

 令和３年度豊岡市の診療所事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,155千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ282,194千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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令 和 ３ 年 度 豊 岡 市 診 療 所 事 業 特 別 会 計

補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） に 関 す る 説 明 書
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　令和３年度　豊岡市水道事業会計補正予算（第１号）

　（総　則）

第１条　令和３年度豊岡市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（業務の予定量の補正）

第２条　令和３年度豊岡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務

　の予定量を、次のように改める。

　⑷　主な建設改良事業

　　　配水施設費 千円 27,000 千円 1,359,233 千円

　（収益的収入及び支出の補正）

第３条　予算第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正する。

支　　　　　　　　出

　第１款 水道事業費用 千円 △ 2,455 千円 2,099,662 千円

　第２項 営業外費用 千円 △ 2,455 千円 223,017 千円

　（資本的収入及び支出の補正）

第４条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

　1,147,009 千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 107,915 千円、過年

　度分損益勘定留保資金 965,580 千円及び当年度分損益勘定留保資金 73,514 千円」を、「資

　本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,174,009 千円は、当年度分消費税及び地方

　消費税資本的収支調整額 110,369 千円、過年度分損益勘定留保資金 965,580 千円及び当年

　度分損益勘定留保資金 98,060 千円」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正す

　る。

225,472

　（　　計　　）

2,102,117

（補正予定額）　（　科　　目　）

　（　　計　　）

（既決予定額）

第72号議案

　（　科　　目　） （既決予定額） （補正予定額）

1,332,233
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支　　　　　　　　出

　第１款 資本的支出 千円 27,000 千円 2,297,733 千円

　第１項 建設改良費 千円 27,000 千円 1,360,393 千円

令和３年６月４日提出

豊岡市長　関 貫 久 仁 郎

2,270,733

1,333,393

　（　科　　目　） （既決予定額） （補正予定額） 　（　　計　　）
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令和３年度

豊岡市水道事業会計補正予算

（第１号）に関する説明書
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支　出 （単位　千円）

節 金 額

 1 水道事業費用 2,102,117 △ 2,455 2,099,662 

 2 営業外費用 225,472 △ 2,455 223,017 

 15 消費税及び 25,864 △ 2,455 23,409 

　　地方消費税  155 消費税及び地方 △ 2,455 

　　 消費税

支　出 （単位　千円）

節 金 額

 1 資本的支出 2,270,733 27,000 2,297,733 

 1 建設改良費 1,333,393 27,000 1,360,393 

 05 配水施設費 1,332,233 27,000 1,359,233 

 090 工事請負費 27,000  施設設備

款　項　目
既決

予定額
補正

予定額
計

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付       記

資本的収入及び支出

款　項　目
既決

予定額
補正

予定額
計

各　　　　　目　　　　　説　　　　　明

付       記

令和３年度 豊岡市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収益的収入及び支出

-232-



（単位　千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 149,440

減価償却費 1,136,176

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,649

長期前受金戻入額 △ 264,907

受取利息及び受取配当金 △ 2,750

支払利息 179,472

有形固定資産売却損益（△は益） △ 19,944

固定資産除却損 40,000

未収金の増減額（△は増加） 46,337

未払金の増減額（△は減少） △ 41,747

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,070

　 小計 1,226,796

利息及び配当金の受取額 2,750

利息の支払額 △ 179,472

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,050,074

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 1,191,791

有形固定資産の売却による収入 20,002

国庫補助金等による収入 51,392

負担金による収入 54,917

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,065,480

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 935,400

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 937,340

他会計からの出資による収入 81,958

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,018

資金増加額 64,612

資金期首残高 3,041,946

資金期末残高 3,106,558

令和３年度　豊岡市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和３年４月１日から令和４年３月31日まで）
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令和３年度　豊岡市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（　令和４年３月31日　）
（ 単位　千円 ）

１　固　定　資　産

　⑴　有形固定資産

　　イ　土　　　地 678,588

　　ロ　建　　　物 1,995,269

　　 　 減価償却累計額 934,340 1,060,929

　　ハ　構　築　物 34,274,519

　　  　減価償却累計額 16,038,059 18,236,460

　　ニ　機械及び装置 8,963,746

　　  　減価償却累計額 6,904,026 2,059,720

　　ホ　車両及び運搬具 20,636

　　  　減価償却累計額 19,604 1,032

　　ヘ　工具器具及び備品 102,817

　　  　減価償却累計額 82,266 20,551

　　ト　建設仮勘定 1,342,584

　  　　有形固定資産合計 23,399,864

　⑵　無形固定資産

　　イ　電話加入権 2,268

　　ロ　その他無形固定資産 183,079

　  　無形固定資産合計 185,347

　　　固定資産合計 23,585,211

２　流　動　資　産

　⑴　現金預金 3,106,558

　⑵　未収金 442,930

　　　貸倒引当金 12,118 430,812

　⑶　貯蔵品 21,813

　⑷　前払金 796

　⑸　その他流動資産 77

　  　流動資産合計 3,560,056

　　　資産合計 27,145,267

資　産　の　部
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３　固　定　負　債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　充てるための企業債 10,305,213

　　　企業債合計 10,305,213

　  　固定負債合計 10,305,213

４　流　動　負　債

　⑴　企業債

　　イ　建設改良費等の財源に

　　　　充てるための企業債 943,240

      企業債合計 943,240

　⑵　未払金 234,496

　⑶　引当金

　　イ　賞与引当金 9,755

　　ロ　法定福利費引当金 1,860

　　　引当金合計 11,615

　⑷　その他流動負債 3,511

　  　流動負債合計 1,192,862

５　繰　延　収　益

　　　長期前受金 11,699,744

　　　収益化累計額 6,536,218

　　　繰延収益合計 5,163,526

 　 　負債合計 16,661,601

６　資　本　金 7,658,401

７　剰　余　金

　⑴　資本剰余金

　　イ　受贈財産評価額 18,564

　　ロ　国庫（県）補助金 52,302

　　ハ　一般会計補助金 2,816

　　ニ　工事負担金 75,532

  　ホ　その他資本剰余金 161,627

　  　資本剰余金合計 310,841

　⑵　利益剰余金

　　イ　建設改良積立金 250,000

　　ロ　資産維持積立金 570,400

　　ハ　当年度未処分利益剰余金 1,694,024

　  　利益剰余金合計 2,514,424

 　 　剰余金合計 2,825,265
　　　
　  　資本合計 10,483,666

　  　負債資本合計 27,145,267

負　債　の　部

資　本　の　部
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